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（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただ今から、令和６年６月第２回多賀町議会定例会を再開いたし

ます。 

 なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。  

                                        

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しております

ので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、開会時に指名した議員に欠席がないので、補充指名はせず、開会

時の指名議員とします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２、これより「一般質問」を行います。 

 本定例会の一般質問は一問一答方式で行い、各議員の発言時間は、会議規則第５６条

第１項の規定により、それぞれ３０分以内とします。 

 一般質問に際しましては、質問者、答弁者ともに簡潔明瞭な発言をお願いいたします。 

 それでは、通告書の順番に発言を許します。 

 最初に、３番、大谷重温議員の質問を許します。 

 ３番、大谷重温議員。 

〔３番議員 大谷重温君 登壇〕 

○３番（大谷重温君） 議席ナンバー３番、大谷です。議長の許可を頂きましたので、こ

れより質問をさせていただきます。 

 その前に、昨日、町長もおっしゃっておりましたが、先日発表されました人口戦略会

議の発表によりますと、１０年前の消滅可能性自治体から多賀町は脱却いたしました。

これはひとえに久保町長はじめ、職員の皆さんの様々な施策、ご尽力のたまものだと思

います。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは質問させていただきます。 

 旧遠藤邸跡地の横の道路幅の拡幅について。令和元年に多賀区より多賀町議会に対し、

大字多賀６３４番地の旧遠藤邸の建物の解体、整備に関する請願書が提出され、令和元

年９月３０日に多賀町議会の審査、採択を受けて、令和３年３月５日より解体、整地さ

れました。しかし、道路幅４.５ｍの拡幅に対する工事はいまだ着工されていません。

「一体いつになったらあの道路幅広げてもらえるんや」という声が周辺の住民の皆さん

から聞こえてきます。 

 そこで、以下２つ質問いたします。 

 工事着工の正確な予定。 
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 それと２番、なぜこれほどの時間がかかっているのか。それの理由を質問いたします。  

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 大谷議員の１番目の旧遠藤邸跡地の横の道路幅の拡幅に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の工事着工の正確な予定につきましては、令和５年度に旧遠藤邸に隣接する町

道多賀本町向山町線ほか１線の測量設計業務を完了しており、令和６年度に道路改良工

事を施工する計画で進めております。 

 既に積算業務や契約審査会を終え、早ければ７月下旬の工事着工に向け、一般競争入

札の準備を進めているところであります。 

 ２点目の、なぜこれほどの時間がかかっているのか、その理由につきましては、現道

の拡幅工事を実施するには、拡幅する道路の用地を確保する必要がございます。 

 経過といたしましては、令和３年の旧遠藤邸の解体、整地後、相続財産管理人による

滅失登記、地積測量ならびに官民境界の確定、跡地利用に係る多賀区との協議を踏まえ、

令和４年１２月５日に相続財産管理人と大字多賀区との間で、旧遠藤邸跡地の売買契約

が締結されました。 

 その後、１２月２１日には裁判所に売買完了についての報告をもって、拡幅する道路

用地の確保ができたことから、令和５年度において測量設計業務を発注し、令和６年度

において道路改良工事を施工するものであり、早期着工と完了に向け、鋭意進めてまい

りますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） あの場所が多賀区、絵馬通りにとって大変重要な場所であるとい

うことは、絵馬通り活性化委員会に各課の課長が出席されていただいてますんで、ご認

識されていると思うんですが、行政の１年ごとの進捗のスピードと一般町民の感じるス

ピードというんですか、それにかなりへだたりがあるということをご認識いただいて対

応をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 再質問ありませんか。 

 ２つ目に行ってください。 

○３番（大谷重温君） ２つ目の質問です。多賀町小学校の通学路の信号の点灯時間の延

長についてご質問いたします。 

 多賀大社北側の都市計画道路、多賀福祉会館横の信号を多くの多賀小学校の児童が毎

日通学しておりますが、点灯時間が短いため、多くの児童が渡りきれず、信号待ちをす

る状態が続いております。大変危険です。この信号のある横断歩道は、多賀小学校児童

総数４２２名のうち２４２名、要するに過半数が通学路として利用しております。４年
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前に申し入れましたときには、「他の信号機と連動しているので無理です」というお答

えでしたが、そのようなお考えは変わっていないのでしょうか。安全・安心なまちづく

りを実践する中で、子どもたちの通学路の安全確保は行政の努めであると認識しており

ます。 

 そこで、再度、信号機の点灯時間の延長について実施できないものか、質問いたしま

す。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 大谷議員の、多賀小学校の通学路の信号の点灯時間の延長に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 はじめに、信号機の点灯時間を含めた管理につきましては警察署の所管でございます

ので、多賀町においては最終的な決定、変更ができるものではまずございません。  

 その上で、今回ご質問を頂きましたので、ご指摘の信号について、現地の確認、多賀

小学校にも意見聴取いたしました。結果、多賀町として、今、委員おっしゃられた児童

数や利用する時間を見て、点灯時間の延長の必要性を認めましたので、議員ご指摘のと

おり、通学路であり、子どもたちの安全に関わることでございますので、時を待たず、

管轄である彦根警察署にその旨を相談、要望させていただきました。 

 その後、警察署から現地の確認に行っていだきまして、点灯時間の延長の必要性を認

めたということで、大型連休明けから、本線側の車の交通量も踏まえて、当信号の通学

時間帯における歩行者横断のための信号の点灯時間を延長していただきました。 

 以上のことから、信号の点灯時間につきましては、警察署において車の交通量や横断

者の数、通学時間等を総合的に見定めて判断しているということですので、変更するこ

とは可能でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） 信号機が延長されたということなんですが、何秒から何秒に変更

になったのか教えていただけますでしょうか。それと、その前のときに、要するに４年

前、私、区長してるときに同じことを申告いうんですか、させてもらったときには、ほ

かの信号との連動があってできませんという答えだったんですけども、どこのどの信号

と連動してて無理やったのか、お答えいただけますでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） お答えいたします。 

 私も、変更されてから現地へ行って確認をしてきました。横断される側の信号が青に

なってから点滅で赤に変わるんですけども、それまでを含めると約３０秒ですので、ち

ょっと警察の方からは数秒延ばしたというふうに聞いておりますので、今現在は約３０

秒横断可能になっていると思います。 
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 ２つ目のご質問の、どこと連動しているかという話なんですけども、ちょっと当時、

私、その担当しておりませんでしたので詳しくはお答えはできないんですけども、おそ

らくなんですけども、久徳の国道３０６号線の新弥さんの前の信号と中央公民館の前の

信号、あそこが比較的距離が近いですので、車の流れとかを併せて調整をする必要があ

るのかなというふうには考えておりますが、冒頭申し上げましたとおり、警察署の所管

で判断をされる話ですので、多賀町の方でそこの判断を最終決定しているわけではござ

いませんので、その点だけはちょっとご了承いただきたいなというふうに思います。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ３０秒は短いと思うんですけど、国道並みに１分というのは無理

にしたって、せめて４５秒までぐらいの延長を警察署の方に要請、要望していただけま

せんでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） 今ご指摘いただきました秒数につきましては、申入れの方は

させていだきたいと思いますが、警察の方がおっしゃっておられたのは、その本線側の

車の通行についても考慮をする必要があるということで、歩行者側だけではなくて車の

そこの通勤時間帯でもありますので、そこのことも考慮して判断をさせていただくとい

うふうな答えを頂いておりますので、今、議員おっしゃられた４５秒という具体的な秒

数については、一度警察署の方に申入れをさせていただきますが、必ずそうなるという

ことについては最終、警察署の判断でございますので、ご理解を頂きたいと思います。  

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） 現地行ってもらうと分かると思うんですけど、通学、要するに帰

るときも、３時ですと１００人超える子どもが横断してますし、現地見てもらって、あ

そこでもし何か事故があったら大変なことになると思いますんで、できるだけ早急に信

号機の延長をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 続いて、３番目、お願いします。 

 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ３番目です。多賀大社駐車場からの参拝者を誘導する歩道につい

てご質問いたします。 

 多賀大社の参道道として、国道から絵馬通りへ行くのではなくて、観光協会の事務所

から左に曲がって、向山上町から狭い生活道路を通るルートが設定されています。コロ

ナ禍も明け、観光客もおかげさまで増えておりますけども、一般の家庭の生活道路を多

くの観光客がぞろぞろと通られていたのでは洗濯物も干せないと、車も通れないという

苦情が挙がっております。そこで、このルートについて以下の質問をいたします。  

 いつ頃からこのルートが設定されたのか。 

 どのような目的があるのか。 



－６－ 

 住民の苦情がありますが、変更することはできないのか。 

 この３点、よろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

〔産業環境課長 野村博君 登壇〕 

○産業環境課長（野村博君） 大谷議員のご質問、多賀大社駐車場からの参拝者を誘導す

る歩道について、お答えいたします。 

 １点目の、いつ頃からこのルートが設定されたのかと、２点目のどのような目的があ

るのかについては、関連して併せてお答えをさせていただきます。 

 議員のご質問要旨のとおり、多賀大社への参拝、観光に訪れる多くの方は、町道向山

本線に入り、その途中で町道神社前線に入り、絵馬通りに出られる動線、ルートができ

ているところですが、この件について多賀観光協会と多賀大社に聞き取りをさせていた

だきました。 

 結果から申し上げますと、多賀観光協会、多賀大社ともに、このルートを通ることを

誘導したのではなく、国道３０７号の歩道は狭く往来のときに混雑する、ときには車道

に出られてしまう、また歩道が起伏しており高齢者の方にとっては歩きづらい、ほかに

も大型車両の風圧で危険を感じるなどの理由から、国道３０７号の歩道よりも通行量が

少なく安全な町道ルートとして、自然に通られるようになったのではとのことでありま

した。 

 整理しますと、時期の特定には至っておりませんが、国道３０７号の歩道を往来する

危険性、リスク回避の考えから、自然に現状のルートができてしまったものと推測する

ところです。 

 次に、３点目の沿線にお住まいの方たちからの苦情があり、ルートを変更することが

できないのかが、議員ご質問の本旨でありますが、この対策は国道３０７号の歩道の安

全性の確保、ハード整備が先行するものと考えております。 

 このハード整備、歩道の整備について、道路管理者である県湖東土木事務所に伺った

ところ、現在、多賀交差点から名神高速道路のボックスカルバートの間の勾配修正およ

び拡幅を目的とする事業計画において、歩道の安全性を十分に配慮する、歩道の拡幅や

歩道を境にガードパイプを設置する方向であるとのことでありましたので、工事完了後

にはルートの変更は可能と考えております。 

 しかしながら、まだ概略設計の段階であり、工事完了の時期が見えない中、それまで

の間をどのようにするのかが喫緊の課題となります。 

 多賀観光協会、多賀大社への聞き取りの際、何らかの対策を講じられないものか、ご

相談、協議してまいりましたが、多世代、多様な方たちが訪れる中、危険性のある国道

の歩道に誘導し、万が一、命に係わる事故が発生したときには、その責任の範疇のみな

らず、安心・安全が守れない当地となってしまうことを危惧しているところでございま

す。 
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 地域住民の生活よりも観光振興を優先するのか、とのお声を頂くことにもなろうかと

思いますが、数年後にはルートを変更することができ、それまでの間は観光ごみ対策、

ごみのポイ捨て禁止はもとより、生活道路でもあることを明確にし、静かに通る、静か

にお参りいただく道路としての案内、周知に取り組み、啓発板の設置を含めた検討も行

ってまいりたいと考えております。 

 重ねてとなりますが、ルートの変更はいましばらくお時間を頂きたいのですが、この

間、取り組めることから取組を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただ

きますようお願いいたします。 

 議員ご質問の多賀大社駐車場からの参拝者を誘導する歩道についての答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） 国道の勾配を下げる、両サイドに歩道を、かなり大きな歩道にす

るという工事の予定があるというのは以前からお聞きしておりますけど、そこに住んで

る人にとっては、その４年後、５年後どうなるか分からんようなことよりも、今現在、

言うたら自分とこの店先やないけど、そこをぞろぞろぞろぞろ観光客が通っておられる

ような状態なので、それは何とかルート変更していただきたいなと思います。国道の歩

道が狭いと言いますけど、そんな何百人もぞろぞろと一度に多賀大社に参拝されるよう

なこともないと思いますんで、十分、路側帯もあるんで安全であると思いますけど、そ

れでもやっぱり危険なんでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

○産業環境課長（野村博君） 安全性の如何についてのご質問と推察いたします。やはり、

先ほど私の説明の方前後したかと思いますが、やはり国道敏満寺方面、八日市方面から

下りてくる大型の車両の車の風圧というものは危険を感じるところが大かと思います。

今、団体客、往来という考え方にしますと、向かわれる方、帰られる方、そちらの方が

鉢合わせになられたときには、そこで待っていただけるのであればよろしいのですけど

も、ときには車道にはみ出る、そういうような危険性のリスクというのはあろうかと考

えます。必ずしも安全かと言われると、ちょっと考えるべきところはあるかと思います。  

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） やっぱり個人の生活を犠牲にしてまで観光を優先するということ

はちょっと考えにくいことやと思いますし、観光協会ともまたちょっと話ししていただ

いて、国道の歩道が駄目ならほかのルートが考えられないのか、そういうこともご検討

いただければありがたいです。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

○産業環境課長（野村博君） 私どもの考えも議員のお考えと同じであることはご理解い

ただきたいのですが、観光協会の方も、少人数で来られて、どの道を通ればいいのかと
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いうお話をされて、そのときの人数、また身体のご事情、若い方でしたら国道の歩道か

らというようなお声がけはしていただいているようでございます。やはりそのとき、例

えば雨が降る中、また足元が悪い中というときについては、先ほどではないんですけど

も、そちらを誘導して、万が一命に係わる事故というところを考えると、そちらの方は

お声がけしにくい、そのときの状況を見ながら観光協会の方で誘導していただけるとい

うことでございました。重ねてとなりますが、やはり観光振興と地域住民の生活、どち

らを優先するのかというお話の中では、全国的な観光、郊外観光問題というところが、

この多賀町でも起きてるのかというふうに感じるところでございます。今の通られてい

る道につきましては町道でありますので、これを規制することはできないんですけども、

やはり生活されてる方がおられる、そちらのことをもっと強く強調していく、マナーを

守っていただけるような形で、啓発の方に取組を進めさせていただきたいと考えており

ます。 

○３番（大谷重温君） 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 次に、９番、神細工宗宏議員の質問を許します。 

 ９番、神細工宗宏議員。 

〔９番議員 神細工宗宏君 登壇〕 

○９番（神細工宗宏君） 議席ナンバー９番、神細工です。議長の許可を頂きましたので、

通告書に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず質問の１問目、移住・定住促進のための取組についてですが、山間地域の活性化

を公約に２期目も当選させていただきましたので、１期目に引き続き、山間地域の活性

化に欠かせない移住・定住対策について質問をさせていただきます。 

 第６次多賀町総合計画の中で、基本構想３、将来の見通し（１）人口の中で、１７ペ

ージですけども、今後、住宅・宅地整備の効果は縮小していきますが、移住・定住促進

のための取組や出生率向上のための取組をまちぐるみで推進することで、２０３０年の

人口をおよそ７,３００人として展望しますとあり、何も施策を行わなければ、３０年

には６,５００人というグラフがあります。２０２４年３月末現在の人口は７,３９５人

で、基本構想に近い推移を示しています。 

 人口の将来展望に向けての取組の中で、「空き家・空き地を有効に活用するとともに、

地元の受入体制づくりや受入意識の向上を図り、希望する人が安心して転入できる環境

をつくります。また、若者ファミリー層の移住を促進するため、子育てしやすい町とし

ての魅力を積極的に発信しますとともに、親子の育ちと子育て環境やまちぐるみで子ど

もを支える仕組みをさらに充実させてまいります」ともあります。さらに、結びには、

「この展望は、日本全体の人口減少が進む中、小さなまちとして１つの理想像を実現し、

都市基盤や公的施設などの社会資源を効果的に維持、活用していく本町の挑戦する姿勢

を表すものです」とあります。改めてこの基本構想を読みまして、感動した次第です。 

 また、毎年の予算要求シートには、若者定住支援対策事業や空き家対策事業等で総合



－９－ 

計画基本目標や事業目標、事業概要、事業費等が記されていますが、それを踏まえて、

以下の質問をいたします。 

 問１、第６次多賀町総合計画の移住・定住促進のための取組として、特に山間地域で

どのような計画をお持ちでしょうか。 

 問２、山間地域の移住・定住促進を図るため、今、多賀町に必要なものは何だと考え

ておられるかお尋ねいたします。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

〔企画課長 藤本一之君 登壇〕 

○企画課長（藤本一之君） 神細工議員の移住・定住促進のための取組についてにお答え

いたします。 

 １つ目のご質問、移住・定住促進のための取組として、山間地域ではどのような計画

を持っているのかにつきましては、山間地域に限定するものではございませんが、多賀

町の空き家バンクの状況は、物件登録数に対し利用登録数が大幅に上回っており、需給

バランスが整っていない状況となっています。しかしながら、売買、賃貸ともに成約数

が伸びている状況でもなく、需要者の希望に見合う物件が少ないのではないかと推察い

たします。このことから、空き家バンクへの登録数を増加させ、利用者の選択肢が増加

する状況とすることで、移住の促進につなげることができるのではないかと考えており

ます。 

 特に人口減少が進む山間地域においては、老朽化が進んでいない空き家も多いと思わ

れますが、バンクへの登録の意向を示していただけるよう、現在、登録いただいており

ます空き家等管理活用支援法人のお力をお借りし、需要者の希望に見合う優良物件の登

録数を伸ばしていくことにより、移住・定住の促進に結びつくものと考えております。  

 ２つ目のご質問の、山間地域の移住・定住促進を図るために、今、多賀町に必要なも

のについてお答えをさせていただきます。 

 １つ目のご質問への答弁で申し上げました点のほかに、ＳＮＳを活用した情報発信力

だと思います。全国各地の情報がインターネット回線を通して瞬時に取得できる現代に

おいては、より魅力的な注目を浴びる形で情報発信を行うことにより、多賀町のアピー

ル力が格段に引き上げられ、多くの移住希望者の心を揺さぶることにつながるのではな

いかと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。空き家バンクの登録を増加させてい

くということでしたけども、どのようにしてこの空き家バンクの登録を増加させていく

という具体的な考えをお教えください。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 
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○企画課長（藤本一之君） 今ほどの神細工議員からのご質問にお答えをさせていただき

ます。 

 先ほども申し上げましたが、まずは多賀町に注目をしていただくことが大事かなと思

っております。やはり、今の多賀町の情報発信力というものが、果たして全国的に見て

いただいて、多賀町に来てみたいなと、１度住んでみたいなというところまでできてい

るのかということになりますと、私の立場から申し上げるのも変な話ですけども、十分

ではないのかなというふうに思っております。ホームページも含めてですが、これから

の時代は、やはりインターネットによります情報収集力が皆さん十分高まっております

ので、いろいろな形で多賀町をアピールできる場があると思っております。ですので、

役場が一方的に情報発信するだけでなく、地元の方々の生き生きとした生活する姿等、

できるだけ皆さんに知ってもらって、多賀町にこんな魅力があるというところをお知ら

せできればなというふうには思っております。このことは、今、活躍していただいてお

ります地域おこし協力隊の募集についてもつながることというふうに私は考えておりま

すので、両方がうまくいくのではないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。魅力の発信という話もありましたけ

ども、現在、空き家バンクに登録されているのは４件の空き家が登録されていますが、

私が感じてるのは、この空き家バンクを通じて購入されている数よりも、個人的に業者

を通して売買されているケースの方が多いような気がするんですけども、その辺につい

てはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 空き家バンクという制度自体が、こちらに登録してもらうと民間の方の売買というも

のが制限を受けるというふうに私は思っておりません。あくまで空き家バンクというの

は情報を紹介するところまでが行政の仕事でございまして、もしお問合せ等があれば、

その先は仲介業者の方にお渡しさせていただいて取引をしていただくという形になって

まいりますので、間口のところが少し違うぐらいで、それほど登録が流通にうまくいっ

てないというふうには思わないです。ですので、どんな形であろうと情報を出せる、こ

のような空き家が借りていただけます、買っていただけますという情報が出せればいい

のではないかなと思います。ですので、できるだけ良い物件が、皆さんいろいろと個人

の資産ですので、なかなかこちらの方では言えませんけども、遊んでいるお家、遊んで

いる土地があれば、そういう形で貸す、売買するというふうに考え方を持っていってい

ただけるような方向に、我々も少しでも働きかけさせてもらえたらよいのかなと思って

おります。 

 以上です。 
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○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございます。空き家バンクに登録していただくため

の努力というか、広報活動としてはどのような活動をされておられますか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 今ほど議員がおっしゃられました、我々の方で空き家バンクに登録していただくため

の何を努力しているかというお話ですけども、それほど私が声を大きくして言えるよう

な取組というのは、今のところ私もちょっと４月に来たばかりですけども、感じてはお

りません。どうしても、やはり実態が私も十分わかってないんですけども、私自身も空

き家を保有しておりますけど、なかなかそれを人に貸せる状況にないというのは、家が

整理できてないとか、そういう問題も多分あろうかと思います。そういうところが皆さ

ん、簡単に人に貸せないという状況があるのかなというふうに、私に置き換えると感じ

ております。ですので、そういう方もたくさんおられるのではないかなと思うと、そう

いう方が少しでも何か整理するために行政がお手伝いができるのかどうか。以前、神細

工議員もご質問されたと思いますけれども、そこの部分は個人の資産になってまいりま

すので、なかなか行政が立ち入ることは難しいんですけど、何かの形でお手伝いができ

るのであれば状況が変わるということでしたら、我々も何か行政としてできることを考

えたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。質問の２番目のところで、ＳＮＳを

利用して魅力を発信していくということでしたけども、その魅力というか、その発信す

る具体的なものはお持ちでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 私もＳＮＳと偉そうに言っておきながらあまり詳しくはないんですが、多賀町はホー

ムページがあり、インスタグラムも町のインスタグラムがあるということでございます。

私もあまりうまくはよく説明できませんが、いろいろな形で情報発信のツールは世の中

に存在していながら生かしきれてないのかなということも思います。 

 今後また多賀町としても別の形の情報発信の手法も検討を今しておりますし、これか

らそれの導入について準備を進めていくという形になりますので、今までよりも情報発

信の強化を考えていかせていただきたいと思っておりますので、今このようなお答えし

かできませんが考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。ぜひ前へ進めていただきたいと思い
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ます。私は、１期４年間の中で、移住・定住に関する質問を４回、空き家に関する質問

を２回行ってまいりましたが、第６次多賀町総合計画の空き家・空き地を有効に活用す

るための受入体制づくり、希望する人が安心して転入できる環境づくり、若者ファミリ

ー層の移住を促進するため、子育てしやすい町としての魅力を積極的に発信するといっ

たことができていないと私は感じてます。毎年、予算要求シートに、若者定住支援事業、

空き家対策事業というようなことが挙げられていますが、毎年同じようなことが記され

ているような気がしておりまして、総合計画につながっていないと感じています。何年

度に何を受入体制をつくり、これを募集をかけたときのゲストハウス等でありますが、

その次に移住・転入ができる環境づくり、これはすぐに住める空き家や上下水道を引き

込んだ空き地の確保、それが達成できた後に、若者ファミリー層の移住を促進するため、

子育てしやすい町としての魅力と多賀町の望んでいる人材、ターゲットを絞った積極的

な広報、人材募集、体験ツアーの実施等を発信し、確実に移住・定住につなげていく、

そのようなプロセスを踏んで確実に進めていくといった、長期では困りますが、３年後

には募集がかけられるようなスピーディーさが要求されると思っております。そういう、

具体的に何をして何をして何をしていくというような計画はございませんか。  

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 私も今、議員がおっしゃられましたように、何らかの形で移住の興味を示された方が

多賀町に試しに住んでみてもらえる場所、川相にはみら家というお試し住宅がございま

すが、本当にもう１週間だけとか、２、３日でも結構なんですけど、多賀町で１回生活

をしてみて、そこに住んでおられる方と触れ合ってみて、やっぱり多賀町はいいなとい

うふうに思ってもらえる、来てみないと分からないことも多分あると思いますので、そ

ういう方が少し生活できる場というのが今後考えられたらいいのかなと、また川相以外

の集落であっても、そういう場所があってもいいのかなというふうには思います。どう

いう形でできるかという計画まではまだ何もございませんが、そういうふうに多賀町に

訪れていただくということは大事なことかなと思ってますので、何か策を考えさせてい

ただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 久保町長。 

○町長（久保久良君） 神細工議員が私を指名しておられませんけど、めったに神細工議

員の質問には答えさせていただくことはありませんので、ちょっと私の思いを述べさせ

ていただきたいと思います。 

 神細工議員の、山間地域に定住促進、特に若い世代の定住促進ということで、私、質

問をしておられると思うんですけど、やはりこれから若い世代がこの自然、そして素朴

なところに、そして人の素朴さとかそういうなのに惚れて、若い世代が移住をしていた

だけるんかなと、これから、特にこの時代が来るんかなと思ってます。そのような若い
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世代の思いに対して、町としてどのような取組をしているか言うたら、やっぱりまだな

かなかできてないのが現状であると思ってます。今、この空き家の活用支援法人、この

民間の団体が３団体、そして会社が２つか３つ、これ組織を組んで法人をつくっていた

だいてますので、今度７月９日に空き家シンポジウム、空き家を積極的に活用しようと

いう、９日にぜひとも来てください。もう参加してください。そのときに思いをしゃべ

ってください。こういうふうなシンポジウムもやっていただくような取組もありますの

で、しっかりと空き家を活用する取組を前に進めていこうと、今日も傍聴にこの団体の

人が来ておられますので、やっぱりそこと行政とどう連携して取り組んでいくか、そう

いうことがやっぱりこのシンポジウムも開かれますので、それを契機としてやはり町と

連携をしながら、それこそこれから空き家は今、登録件数は３件しかありませんけど、

やっぱりこの空き家を活用できるように、この空き家所有者とどのように交渉して取り

組んでもらうか、やはりこういうことがこれからしっかりと取り組んでいく必要がある

んかなと、どのようにリフォームしていくか、そしてリフォームしたら、どのように若

い世代をＰＲしてこの空き家に住んでもらえるようにするか、そういうこともしっかり

と、遅きに失したかもわかりませんけど、しっかり取り組むことが、これからの人口、

若い世代を増やしていく１つの大きなポイントであるんかなと思ってます。  

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。シンポジウムもあるということで、

ぜひ参加させていただきたいと思います。その中で、移住を多く誘致している自治体の

多くは、行政がゲストハウス、空き家を確保して、欲しい人材を誘致することに成功し

ている現実に対して、たくさんあるんですけれども、愛媛県の西条市というところはか

なり積極的に誘致しておられるようです。そういう先進地のこともいろいろ視察に行く

なりしまして、この多賀町の方に生かせていっていただきたいと思います。この第６次

多賀町総合計画は、２０２０年から３０年の計画ですが、総合計画策定時から計画的に

移住・定住対策に対応してれば、あれから４年経ってますんで、今年から移住体験ツア

ーなどの事業ができたのではないかと思ってます。そうすれば、２０３０年に人口７,

３００人をクリアできるのではないかと思ってます。今からでも全然遅くないと思いま

すので、ぜひそのような取組を進めていっていただきたいと思います。 

 １つ目の質問は以上で終わらせていただきます。 

 次に、災害発生時の安否確認体制についてですけども、今年の正月には能登地震が発

生しましたが、安否確認に長い時間を要しました。過去の東北の大震災、阪神淡路大震

災でも、安否確認に長時間を要しています。今、多賀町の藤瀬区において、町の補助金

を活用しながら独自の安否確認システムを構築および運用されております。このシステ

ム構築の情報は、開発初期に運用の時点で役場関係者にも説明に行ったと聞いておりま

す。そのときのシステムから日々改良を加え、かなり使いやすい状況に進化しておりま

す。このような状況を踏まえ、以下の２点について質問をさせていただきます。  
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 現在、多賀町での安否確認体制の現状をお聞きいたします。 

 ２つ目に、安否確認の必要性に関し、町行政としての認識をお聞きいたします。よろ

しくお願いします。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 神細工議員の災害発生時の安否確認体制についてのご質問に

お答えいたします。 

 まず１番目、災害時の安否確認体制でございますが、特に大きな規模の災害となるほ

ど、身近な隣近所での声かけや被害状況を確認いただくことが一番早く正確な対応にな

ると考えております。 

 多賀町の現状としましては、特に要介護の方や障がいのある方等、自ら避難すること

が難しい方に対して要支援者として登録者名簿を作成し、集落・自治会に協力を仰ぎ、

安否確認を行ってもらい、報告いただき、対応をしているところでございます。  

 毎年の区長会においても、日頃からの見守りを通じて、要支援者の所在の確認や状況

を把握していただき、要支援者台帳の確認、更新、運用についてお願いをしているとこ

ろでございます。 

 ２番目の安否確認の必要性に関しての行政の認識についてでございますが、安否確認

は災害時における人命、救助活動に直結し、その役割は大きいと考えており、迅速かつ

正確に行われることが重要なポイントだと認識しております。 

 災害時には情報が錯そうしたり情報自体が伝わらないといったことが想定されますの

で、有事の際に正しい情報が確保できる体制づくり、備えをしておけるかについてが、

被害を最小限に抑えていくことにつながっていくと考えております。これは行政だけで

はなく、家族、地域などのつながりの中で、安否について確認する方法をあらかじめ決

め知っておくことが重要であり、繰り返し啓発をしていく必要があると考えております。  

 藤瀬区の取組につきましては、地域の自主防災の取組として、区の皆さんが合意をさ

れ運用されており、有用な取組の１つであると評価をしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。私も各種団体による隣近所といった

方々が安否確認をしておられるという、存在しているのは承知しておりますが、先ほど

言われました要介護とか体の不自由な方、要支援者が安否確認の対象では、僕は災害が

起こったときはないと思ってます。大規模災害が発生した場合、一般の健康な方も要救

助者になりますし、安否確認をお願いしている方が全て安全に避難できている保証もな

いので、私はかなり曖昧な確認となると考えていますし、先ほども言いましたけども、

確認するのに長い時間を要するというふうに私は思っております。決して今の見守り活

動を否定しているわけではございませんが、その点、誤解のないようお願いいたします
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が、一応、藤瀬区でもう既に運用されてるものについては評価してるということであり

ますが、この評価しているそのシステムについて、それを更に広げていくというような

考え方はないのでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） ご質問にお答えいたします。 

 安否確認については、今ご指摘いただきましたとおり、要支援者の方だけでなく、全

ての方の安否確認については必要だという認識でおりますし、今、安否確認の手段とい

うのが複数あるということは大切であるというふうに考えておりまして、例えばちょっ

と答弁でも申し上げたんですけども、家族間でおいても家族同士でどこにいるかという

のを確認し合う、地域でも確認していただく、また行政の方でもその情報を頂くという

ようなことで、藤瀬区の取組につきましては、非常にインターネットを使った形で即効

性というか速さもあるというふうに考えておりまして、そこについて多賀町の方でその

システムを中心的なシステムとして考えて運用していくということにつきましては、現

在まだ十分に調査、研究等をしておりませんので、ちょっと今日ここで即答はできかね

るんですけども、広く可能性や課題もあるかもしれませんので、その辺も見極めて判断

はしていきたいというふうに考えております。 

 あともう一つですけども、今年度、多賀町の方で公式ＬＩＮＥシステムを運用させて

いただく予定にしております。ＬＩＮＥシステムについては情報の発信だけではなくて、

今のその災害の安否確認のことができないかというようなことも検討の中に入っており

ますので、冒頭申しましたように、安否確認の手段を複数持つということで、早く正確

に情報を得て、救助が必要な方に対しては手当をしていきたいと、そういうふうな情報

を早く収集したいという体制はきっちりと取っていきたいというふうに考えております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。現在はまだ検証等できていないので、

藤瀬区の開発したものについて導入していくという考えはないということと、ＬＩＮＥ

を利用した安否確認的なものを考えているという話でしたので、その方向で進んでいた

だくのもいいかと思いますけども、藤瀬区の開発中のシステムですけども、区民全員に

安心カードを配布しまして、スマートフォンでＱＲコードを読み込むことでスマートフ

ォンにアイコンが生成されます。有事の際にはそのアイコンをタップすることで、自分

の安否、救助が必要か必要でないかの情報を発信することができます。災害が発生した

ときには、基地局から、現在は手動だと思いますけども、安否確認を促すメッセージが

アプリが入ったスマホ全体に一斉に送信され、安否確認の入力を促します。安否確認を

入力すれば、誰が地域のどこにいるかが地図上に表示されますし、また表形式で救助が

必要な方の氏名や現在地が表示されるようになっております。私も何度かお聞きしたん
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ですけども、非常にいいなというふうに感じております。藤瀬区の担当されている方も、

必要であれば再度役場の方で説明をしたいというふうに言っておられますので、その点、

また検討していただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） ありがとうございます。調査、研究をさせていただくという

ことでございますので、またお話等を伺いたいと思いますし、藤瀬区につきましては、

まちの補助金も使いながら導入されたということですので、他の集落とか地域にも広く

このシステムを知っていただいて、自主防災という観点からも整備をしていただけると

いいかなというふうにも考えておりますので、広報等にも藤瀬区のご理解が頂ければ載

せさせていただいて、広く住民の皆様にも知っていただいて、これが広がっていく形に

もなればなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございます。一気に多賀町全体というんでなくして、

川相なら川相、そういう小さな集落から順番に広げていって、最終的にどういう形にな

るか分かりませんけども、自分で作られているんで、すごく汎用性はあると思うんです。

必要なことが発生すれば、それに対応する即応力とかそういうものも上がりますし、非

常に早く問題解決に至るようなソフトを開発できると思いますので、ぜひほかの字への

紹介等も含め、藤瀬区の説明をもう一度聞くといったことでお願いしたいと思います。  

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（菅森照雄君） 暫時休憩します。 

 再開は議場の時計で１０時５０分とします。 

（午前１０時３７分 休憩） 

                                        

（午前１０時５０分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、４番、近藤勇議員の質問を許します。 

 ４番、近藤勇議員。 

〔４番議員 近藤勇君 登壇〕 

○４番（近藤勇君） ４番、近藤でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、私

は今回１点質問させていただきます。 

 前回も、あるいは何年か前にも質問させていただいてるんですけれども、買物弱者に

対しての取組についてということでお伺いをしたいと思います。 

 本町では、昔は各集落や現在の絵馬通り、門前町には、小さな店舗ではありましたけ

れども、八百屋、肉屋、魚屋など生活に密着した数多くの店舗があり、地域の人たちに

喜ばれる安心して生活が送れる生活環境がありました。 

 しかしながら、時代の流れ、買物の利便性から、小さな店舗ではなく１か所で買物が
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できる商業施設、店舗での買物が選ばれる時代となり、残念なことに、各集落や現在の

絵馬通り、門前町から、生活に密着した店舗はここ数年の間にその多くがやむなく閉店

をされました。 

 一方で、本町の高齢化率は３３.５３％であり、また町で把握している高齢者で自動

車運転免許証を返納された方も、平成３０年度が４０人、令和元年度は４９名、令和２

年度２９名、令和３年度２３名、令和４年度は３６名と、このところ５年間で１７７名

の多くの方が免許証を返されたというふうに推測されます。 

 また、要介護認定者は要支援１が２３名、要支援２が１８名、要介護１が１１０名と

なっておられる状況にあると聞き及んでおります。 

 私は、生活、買物の利便性が求められる時代の流れの中で、今後取り残される方がま

すます増えるのではないかと心配し危惧するところでございます。 

 今日、近隣の市町まで買物に行けない方の中には、個人個人が生活協同組合や平和堂

のホームサポートサービスを利用されている方もおられると聞いております。また、買

物支援サービスとして、地域おこし協力隊が、これは大滝地区に限られますけれども、

大滝地区で買物施設への送迎も実施されております。長浜市がこの春から始めました移

動販売を、これは市、社協、業者、平和堂とコープしがですけれども、それと地域コミ

ュニティ活性化の連携協定を締結され実施されるとの同様の契約ができないか、多賀に

おいても同様の契約ができないかということで聞きたいということです。 

 併せまして、多賀大社前駅で開催されています地元の農産物を販売するもんぜん市の

発展、あるいは絵馬通りの活性化の検討で、生活に密着した店舗の開業の働きかけ等々、

福祉施策としての互助の買物支援の仕組みづくりについて施策展開できないものか、次

の３つの点についてお伺いをいたします。 

 １点目、買物弱者、免許証の返納者、あるいは要介護、要支援の方ですけれども、な

どに対しての取組の方向性はということで、買物支援サービスの拡充ができないか。  

 あるいは、地域コミュニティ活性化の連携協定の締結に向けた取組はいかがなものか。 

 その２点目の実施により、福祉保健課、あるいは社協、民生委員等々による見守り活

動が充実できるものではないかという３点についてお伺いをいたします。よろしくお願

いをいたします。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

〔企画課長 藤本一之君 登壇〕 

○企画課長（藤本一之君） 近藤議員の買物弱者に対しての取組についてにお答えをいた

します。 

 私からは、１点目と２点目についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず１つ目のご質問、買物弱者に対する取組の方向性についてですが、企画課所管と

いたしましては、議員のご質問にありました運転免許証を返納された方に対し、申請い

ただいた方には９,０００円相当の路線バス、もしくは愛のりタクシーの回数券を、お
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一人様１回のみですがお渡ししており、公共交通機関を積極的に利用していただくため

に支援をさせていただいております。ご自身で自動車を運転される場合と比較しますと

自由度が低下いたしますが、公共交通機関といたしましては利便性に重点を置いたもの

となっておりますので、今後もよりサービスの充実を目指してまいりたいと思っており

ます。 

 ２つ目のご質問、地域コミュニティ活性化の連携協定の締結に向けた取組についてで

ございますが、長浜市が長浜市社会福祉協議会やコープしが、平和堂との連携協定を締

結され、買物弱者を支援する移動店舗の取組を始められたとのことでしたので、その内

容について調べさせていただきました。その結果、この連携協定を実現させるための重

要な役割を担っておられるのが、各地区の地域づくり協議会という組織であったと認識

しております。 

 移動店舗サービスによる買物弱者支援の取組を長期にわたり安定して成立させていこ

うとしたときに、サービスを受け入れる側の体制が整っていることは大事な要素であり、

長浜市では地域づくり協議会がその役目を果たしておられるものと推察いたしますが、

多賀町においても既存の組織等によりそれらを担っていただけるものか、もしくは新た

な体制整備の必要があるものかを検証してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 近藤議員のご質問の３点目、地域コミュニティ活性化の連

携協定の取組により、福祉保健課、社協、民生委員等々による見守り活動が充実できる

のではないかのご質問にお答えいたします。 

 現在、独り暮らし高齢者等の見守りについては、福祉保健課の地域包括支援センター

や社会福祉協議会の職員のほか、地域においては民生委員、福祉推進員、日赤奉仕団や

老人クラブなど、それぞれの活動や隣近所など、それぞれの地域の中で見守りを実施し

ていただいております。 

 長浜市では、本協定による移動店舗が来る地域では、利用者が早くから集まり、移動

店舗を待つ時間がサロンのような集まりになっているようなところもあると伺っており

ます。また、移動店舗をご利用の高齢者等につきましては、買物のご様子も把握ができ

るため、近藤議員のご質問にありましたように、地域における見守り活動にもつながる

と考えられます。 

 一方で、地域で最も重要なことは、向こう三軒両隣の隣近所での見守り、支え合いで

あると考えております。新型コロナウイルス感染症で社会生活が制限されていた期間が

長くあったため、地域のつながりの関係が希薄になりつつある今日ではありますが、多

賀町では小さな町である良さを生かし、当町の地域福祉計画の基本理念である、みんな

の絆で支えあう安心と温もりのある福祉のまちの実現に向けて、地域のつながりが希薄
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にならないよう、社会情勢に応じた多様な見守りネットワークの構築や地域の支え合い

活動の推進について、社会福祉協議会と連携しながら取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 さらに、住民の皆様にもご協力を頂きながら、今後もより一層見守り体制の構築に努

めてまいりますので、議員の皆様にもご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。  

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 近藤議員。 

○４番（近藤勇君） ありがとうございます。１点目、２点目、あるいは３点目の質問と

いうことで回答を頂きました。その中で、少し私の方で再質問をさせていただきたいん

ですけれども、以前のときにもお話をさせていただいて、今回の質問の中にも入れまし

た。生協、あるいは平和堂のサポートサービスということで入れさせていただいたんで

すけれども、以前、２年ほど前やったと思うんですけれども、質問させてもらったとき

は、生協の加入者が１,２００人、平和堂のサポートサービスで６９人という状態やっ

たんですけれども、先般、これを質問させていただくのに、また慌てて生協と平和堂に

確認させてもらいました。そのときに、１,２００人が１,２４５人、４５人増えただけ。

平和堂のサポートサービスは６９名が７１名、２名増えたという状態を確認させていた

だきました。本当に困っておられる方が、このような状態で生協を頼み、あるいは平和

堂のサポートサービスを頼み、生協については、例えばこの頃はもう全ての方が仕事を

持っておられるので、週１回の生協の配達を頼んでおられるという若年層の方もおられ

ます。高齢者ばっかりではないですけれども、そのような形の中で、もっとこれ増やす

方法があんのか。あるいは、ここから増えへんのやったら、先ほど来、私がお願いした

いと思っております、長浜市がやってる移動サービス、この長浜市、先般の新聞にも載

りました。どこがやってるかいうたら、長浜市の余呉町と、そして東浅井になるんです

か、そこの２か所で地域を決めて行ってるという状態も把握をしました。先ほど私、大

きな声で言ってしまって気分悪くされた方もおられるか分かりませんけれども、大滝地

区では地域おこし協力隊を活用していう話を私、声を大きくして言ってしまって、失礼

なことを言いましたけれども、本当にこれ、大滝地区でやっておられるというのを、こ

の間もちょっとデータとしていただきましたから、今までは毎週水曜日の午前中に９月

から１１月までの間はやってましたと。その後、１２月から２月までは月２回になりま

したということを聞かせていただきました。そして、例えばの例で日数的に出していた

だいてるのが、９月では１名、１０月４日で２名、１０月１１日で２名とか、大体がお

二人の方が活用をしておられます。大滝で買物に困っておられるのが２人なのかなとい

う、私は勝手な解釈をしてしまいましたけれども、お二人では多分ないやろうなという

ふうに思っておりますので、その辺、本当に多賀で社協、あるいは民生委員、福祉保健

課、町行政を挙げて、先ほど来、質問の中にもあって、それにも答弁しておられます。

空き家がある、どうして移住してくれよらへんのやろ、若者の移住を促したいというこ
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とですけれども、若者の移住の前に、高齢者の方がそこでお住まいになっておられると

いうことをもっと把握をしたならば、長浜市がやってる、あるいはその前に甲賀市がや

ってるというような移動販売を例えば取り入れて、生活に困らない空間をつくると。大

滝だけと違います。佐目の谷もあります。河内の谷もあります。３つの谷が多賀町には

あります。その中で、私、これ谷、谷という話を今しましたけれども、私が選挙で出さ

せてもらった初めてのときに、土田のところへ行きましたら、お年寄り３人か４人が集

まって、「近藤さん、岡嶋さんもないようになったんで、何も買いに行くところがない

ねん。何とかしてくれへんか」いうて、老人車を押して３人が困っておられる話を聞き

ましたので、以前のときにこの何とかならんやろうかという質問をさせていただきまし

た。そこから一向に進んでないという状況でございますので、本当に住みよい町多賀を

つくっていく、あるいはこの多賀を消滅ささない町にするんやということであれば、何

とかして若者からお年寄りまで、高齢者までが住みよい町になるという方策を考えてほ

しいということで、たまたま私はこの衣食住の中の食について、今、質問をさせていた

だいておりますけれども、衣も住も一緒やと思います。本当に住みやすい町になるよう

に何とかして考えてほしい、町の方策として町長の方針として、この住みよい町多賀を

つくっていくんやというお話ですので、その辺を踏まえて、少し町長の方から何かお話

しいただければ、よろしく頼みます。 

○議長（菅森照雄君） 久保町長。 

○町長（久保久良君） 今、近藤議員がご質問いただきましたように、私も、若い世代だ

けでなく高齢者にも優しいまちづくりを進めていく必要があると思ってます。特に買物

支援、本当におっしゃるように困っておられる方も多くあるのではないかなと思ってま

す。そのような中で、愛のりタクシーを使って病院のほかにも買物にも利用しておられ

る方があると私も聞いておりますし、今はその方が一番多いのではないかなと思ってま

す。また、生協利用１,２００人、やはり県内でも多分有数の利用者の多い自治体であ

るということも聞かせていただきました。特に、生協の利用は、高齢者の利用より若い

世代の利用が多いんかなと思ってます。そのことからすると、高齢者の皆さんがなかな

か生協も利用はまだまだしづらいような状況ではないんかなと思ってます。これから、

生協や平和堂の買物の車の利用を多賀町で進めるということも、課長が答弁しましたよ

うにいろんな制約もあろうかと思いますので、やっぱりそういうような利用できない理

由を一つ一つ、多賀町でも利用できるような生協なり平和堂とも話を、協議をする必要

があるんかなと思ってます。今はこれやという方策はなかなかありませんけど、しっか

りと皆さんの声も聞きながら、どのような対応ができるか、しっかりと検討いう言葉は

嫌いですけど、皆さんに寄り添いながら取組を進めていく必要があるんかなと思ってま

す。 

○議長（菅森照雄君） 近藤議員。 

○４番（近藤勇君） ありがとうございました。私、本当にこの７,３００人の３３％も
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４％もが高齢者いうことで、字別の高齢者率も頂きました。そして、要介護、要支援の

方の数も把握したという状態の中で質問させていただいておりますんで、山だけで高齢

者が進んだあると、要介護、要支援が進んだあるというんでなくして、多賀町全体でそ

のような状態になったあるということを認識をしていただいておると思いますけれども、

やはりみんなが、どうしたらこの多賀に住みやすいんや、住んでいけるんやろうなとい

う話を質問をさせていただいておるところでございます。 

 それと併せまして、後ろに今日も傍聴で来ておられますけれども、一番最初の大谷議

員の質問であった、あの遠藤邸の活用をどうするんやと、早う道を大きいせえへんかい

という話がありましたけれども、その中でいろんな答弁をしていただきました。我々が

議員１期目をさせていただいたときに、あそこをどうするんや、こうするんやというの

と併せて、絵馬通りの活性化をどうするんやという話があったと私は認識をしておりま

す。そういうことで、先ほど冒頭の質問の中で１つ目にありました、各集落や現在の絵

馬通り、もんぜん通りというところなんですわ。絵馬通り多賀で言うと、本屋もありま

した、肉屋もありました、魚屋もありました、雑貨屋もありましたという状態やったん

ですけど、今、本当に、お宮さんの前のお土産物屋と食堂以外で何かあるかな、１軒か

２軒多分あると理解はしておりますけれども、そのような状態の中やと、本当にみんな

がここを何とかしてしようやないかというんやったら、その辺のことも考えてほしかっ

たなと、行政の人に言うてもあきまへんで。この絵馬通りの活性化を考える会の人が一

生懸命考えててくれはると思うんですけれども、その辺の部分も踏まえて、やっぱり行

政もそこへ協力をしながらというのか、注力をしながらというのか、そのような形の中

で共存共栄ができるような方策を考えてほしいなということを思って、その商店の部分

は質問をさせていただいております。 

 それと、先ほど福祉保健課長から回答あったんですけれども、民生児童委員、あるい

は健康推進委員等が実施している健康教室等において、生活用品の注文をしたり、ある

いは「私、あそこへちょっと買物へ行ってくるさかい、何かあったら買うてきたろう

か」というような話を、多分どこかの、僕もちょっと行ってるんやけど、各字でやって

るやつ、サロンで多くの方がお集まりになって、そこで多くの方が集まってやっておら

れます。その中で、多分、「今日昼から買物へ行くさかい買うてきたろうか」という人

も聞いております。そのような輪を広げていくこということに取り組んでいただいてい

るということですので、その辺も踏まえてお願いをしたいなというふうに思います。  

 先ほど、町長の方から、その生協あるいは平和堂のサポートセンター云々という話を

頂きましたけれども、以前のときにもある課長から回答いただいたのは、生協あるいは

平和堂のその一業者に偏ったコマーシャル拡大はしにくいなという話も頂いたような気

がしますけれども、今回も多分そんな話になると思うんですけれども、何とかしてこの

移動販売車を、例えば土田に何時に行きます、ここに公民館の前に１０分います。次、

そこから来たら、多賀の町の中も店はないというて今言いましたので、どこそこの広場
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にありますからそこに１０分います、久徳のところも行きます、ずっと歩いて行きます

と各谷が３つあるという話をよくされますから、その３つの谷にも行きますというよう

な状態を週に１回、あるいは週に２回とまでは言いませんけれども、そこまでぐらいで

きるん違うやろか、長浜だけ何で余呉と字へのちょっと離れたところだけ、そこへは移

動販売車を持っていくんやと。それか、今やったらもう一つは一休庵かな、あそこが豆

腐豆腐いうて鳴らしもって来はりますけれども、あの中にもいろんなものを食料を乗せ

て来られるというふうには聞いておりますけれども、その辺の拡充を図るとか、皆さん、

例えば町民に１つの業者をコマーシャルするわけにもいきかねますので、難しい話やと

は思いますけれども、その辺を何とかして多賀に本当に安心して住める、食料だけでも

買物ができる、そして米や野菜は自分とこの畑、田んぼで採れる、そやけど畑に野菜作

ったら、サルとシカとイノシシの餌になったあるということで、それこそその野菜食わ

れただけで健康被害に本人はなられますので、その辺も含めて、どうしたら安心してこ

の多賀で気持ちよう老後が過ごせるんやろうなというふうなことも考えますので、今言

うたようなこの長浜市が提携されたようなことをすることによって、町民が安心して買

物ができる、そしてちょっと悪うなっても何とかなるやろうと。先ほど福祉保健課長が

おっしゃったように、あそこへ買物に行ったら、今日はあの人、来はらへんかったでと

か、それで何やこの頃ちょっと金遣いが荒いのかなと、今日は金持ってはらへんさかい

買物ができひんのかなというようなことも、そこの住民、あるいは行かれた民生委員の

方、あるいは福祉保健課の方等々がその辺の把握もしてもらえるやろうというような話

もほかの住民からでもちらっと聞いたこともございますので、その辺も踏まえて、何と

か長浜がやった、あるいは甲賀市がやったというようなことを、この多賀町においても

取り組んでもらうことができひんやろうかと、今、ちょうど教育長がこっち向かはった

さかいに、栗栖にも何件か店あったんですけど、今ないですね。というような状態が各

集落で出たあると思っておりますので、その辺を再度、多賀町としてどうして取り組む

と、このような方向で今後検討していくという話をどこかでまとめたところで、誰か回

答してください。よろしく頼みます。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 ここにいる課長の総意というふうにはちょっと行かないかもわかりませんが、立場上

ちょっとお答えをさせていただきたいと思います。 

 今おっしゃられたことは、確かに実現できるとものすごく豊かな生活の光景が目に浮

かぶようなお話だと私も思ってます。長浜市が取り組まれた状況がうまく機能していく

状況であれば、非常にうらやましいなとも思います。長浜市の今回の協定に至る前身と

いうものがあると思ってます。地域づくり協議会が主体になってこの移動店舗をされて

いた流れの中で、運営が苦しくなって市に相談をされて今の形になったと、平和堂とコ

ープしがが代わりに取り組んでいただけることによってこういう大きな協定になったと
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いうふうに、インターネットの情報では私は理解をしました。ですので、一筋縄ではい

ってないんだろうなという苦労はされた経緯があっての今の現状かなと思ってます。で

すので、多賀町においても、長浜市で成功されたからそのまま導入できるかいうと、で

きないかもわからないです。ですので、うまくできる方法が一番いいですので、多賀町

として近藤議員が目指しておられる形に近づけるような手法が、どのような形が多賀町

に適しているかというのを、長浜市の取組も参考にさせていただきたいと思いますし、

ほかの県とかの情報も仕入れながら、どういう形であれば多賀町で機能するのかという

ことは今後も引き続き検討といいますか、いつまでするんやという話もあきませんので、

できるだけ情報を早く仕入れて方向性を決めたいなと思っております。 

 あと、今、地域おこし協力隊が取り組んでおります移動支援につきましても、今、協

力隊がいろんな活動をしている中の１つとして試験的に始めた機能を、今現在、月２回、

第２、第３木曜日に１日３回の運行をしているというふうに聞いております。非常に利

用者の条件というものを設定させていただている関係で、全ての高齢者の方にご利用い

ただける状況ではないんですが、非常に利用していただいている方には好評を得ている

ということで、協力隊も非常にやりがいを持って取り組んでいてくれます。ただし、こ

の形も協力隊という方々がいて成り立つものになります。やはり財源というものが必要

になってくると思いますので、それの今の形が多賀町に適しているのであれば、それは

それでまた検討して、何とか実現できる方法は考えなあかんのかなと思いますので、そ

れも含めまして、多賀町に適した形を探っていく必要があるのかなと思っております。  

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 近藤議員。 

○４番（近藤勇君） ありがとうございます。今、話を聞いてますと、いくら、何遍キャ

ッチボールをしても同じ話かなというふうにしか私は思えなかったところがございます。

以前の質問のときに、生協あるいは平和堂のサポートサービス、その話もしました。さ

っきの話じゃないですけど、一業者のコマーシャルをするわけにはいかないという話も

聞き及んでおります。今回もしかりやと思いますけれども、例えば今回のこの長浜の移

動販売を見ておりますと、びわ町と余呉町、昔の伊香郡と東浅井への外れたところ、そ

こをメインに長浜が提携をしておられると。多賀の地とさほど変わらへんのかなという

私は理解をしてこの話をさせていただいてるということだけ認識をしてほしいんですけ

ど、そういう状態の中で何とかしてほしい、何とかできないかなという気持ちでいてる

というのと併せまして、先ほど、その地域おこし協力隊の本来の業務でないサービス業

務的な話に私聞こえたんですけど、そんな話でないですね。地域おこし協力隊の１つの

業務として捉えておられるんですね。あの弁当づくりもしかりやと思うんですけれども、

それやったら、例えば大滝のところで、私読みましょうか、何日に何人来はったいうの

を。９月２７日１人、１０月４日２人、１０月１１日２人、１８日が２人、２５日が２

人、１１月１日、８日、１５日、２２日が２人ずつというような状態なんです。２人の
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方だけがその愛荘のフレンドマートかな、そこへ行って買物をしたいと言わはったのか、

それは分かりません。何人おられるのや、それは私も認識も把握もしておりません。だ

けど、２人の人がそこへ行きたいというて言われるんやったら、例えばあそこの大滝の

地域おこし協力隊が活動してる昔の営林署跡、前のあそこの公民館のところで、例えば

移動販売車の軽トラが来まっせと、食料を積んで来ますんやというて言うたら、そこへ

は２人違うて、例えば３人、４人が集まられるの違うかなと、これは想像の域を超えま

せん。そやけど、そういうようなことを逆に考えていく、あるいは土田の公民館の前広

いですから、そこに移動販売車が来はったら、「ああ、良かったな」と言わはるか分か

らんし、多賀の町の中の駅前では野菜は売ってはるけれども、魚も肉も売ってへんで、

もんぜん市をやってはる月水金でも構んさかい、前に魚と肉やら来はらへんかなという

ような気持も持たはるかもわかんない。これは私の想像の域で、そこからは出ませんけ

れども、そのような形で何とかしてそういう多賀町の住民の人が芹谷から大滝の谷まで、

あるいはこの平地を含めて皆さんが安心して、「ああ、多賀に住んで良かったな」と思

えるようなまちにしてほしいということで、私はこれを要望しておりますので、何とか

して実現に向けて各課、課長、町長を筆頭に頭を抱えて知恵を出していただきたい、こ

れはもう最後お願いでございます。それをもって私の一般質問を終わらせていただきま

すので、どうか前向きに検討いただきますようによろしくお願いをいたします。  

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 次に、１番、小島櫻議員の質問を許します。 

 １番、小島櫻議員。 

〔１番議員 小島櫻君 登壇〕 

○１番（小島櫻君） １番、小島櫻です。まず初めに、日頃の業務、そして住民サービス

等のご提供、皆様の働きに感謝申し上げます。この場をお借りしてありがとうございま

す。そして、今日、傍聴に来てくださった皆様、本当にありがとうございます。  

 それでは、議長の許可を頂きましたので、これより質問をさせていただきます。  

 １つ目、子育て世代支援の今後のビジョンについてご質問いたします。 

 多賀町が若者定住支援や子育て支援の強化によって、消滅可能性都市から脱却し、町

内外で子育てしやすいまちとして認識されていることは素晴らしい成果だと感じており

ます。今後の政策ビジョンについて、これまでの取組を継続しつつ、地域交流の促進や

教育環境の充実など、子育て世代が安心して暮らせる環境づくりを重視することも重要

かと思われます。 

 そこで、次の２点について質問をいたします。 

 １つ目、今後の子育て世代支援の政策ビジョンはどのように考えられていますか。  

 ２つ目、現状の若者定住支援や子育て支援の取組は継続される予定ですか。それとも

新たな支援策が検討されていますか。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 
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○議長（菅森照雄君） 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 小島議員の質問にお答えします。 

 １つ目の今後の子育て世代支援の政策ビジョンについてお答えします。 

 現在、多賀町では第２期の多賀町子ども・子育て応援プラン２０２０に基づき、みん

なで応援 子どもと子育て 親も子も地域も キラリとひかるまち・多賀を基本理念に

掲げ、子ども・子育て支援施策を総合的に推進しているところであります。  

 この基本理念の実現に向け、３つの基本目標を掲げており、１つは子どもの人権の尊

重と明るい未来をひらく人づくり、２つ目が子どもを安心して産み育てることができる

まちづくり、３つ目が地域のつながりでゆとりを持って子育てできるまちづくり、この

３点であります。 

 議員ご質問のように、地域交流の促進や教育環境の充実など、子育て世代が安心して

暮らせる環境づくりを重視することにつきましては私も同感であり、このことは基本目

標を基に様々な今、子育て・教育の取組をしているところであります。 

 特に地域交流の促進や教育環境の充実につきましては、町外からの転入者も増え、町

民の皆さんの多賀町に対する関心や愛着の醸成が重要になると考えております。地域と

のつながりによるゆとりある子育てができるような施策を推進し、子育て世代が多賀町

に住んで良かった、これからも住み続けたい、また次の世代にも住んでもらいたいと思

ってもらえるようなまちづくり、そして人づくりが大切であると考えております。  

 今年度は第３期の多賀町子ども・子育て応援プラン２０２５を策定する予定であり、

現在、作業を進めております。 

 今後の子育て世代支援の政策ビジョンにつきましては、本計画策定に取り組む中で、

子ども・子育て会議の委員の皆様と共に、引き続き、地域のつながりを大切にするとい

うことを前提にして検討してまいりたいと思っております。 

 ２つ目の現状の若者定住支援や子育て支援の取組は継続される予定か、新たな政策が

あるんかというようなこの質問に答えます。 

 若者定住支援や子育て支援事業につきましては、これまで関係所管においてそれぞれ

連携して実施してまいりました。この取組により、多くの若い世代がこの環境が適して

いるということで多賀町に住んでいただいていると思ってます。現状の取組はこれから

も継続して、やはりもう皆さんが要らないと言われない限り、やはり今は皆さん必要と

されていていただいてますので、引き続き継続していくつもりであります。そして更に、

子育て支援の新たな取組として、今年度、妊娠期から出産・子育てまで切れ目なくサポ

ートするツールとして母子手帳アプリを導入し、また全ての妊婦、子育て世帯が安心し

て出産・子育てができるよう、妊娠から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、

様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を始めております。  

 また今後は、産後の子育てに心身の負担を抱えておられる世帯に対しましても、産後
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ケア事業の利用の拡充に向けた取組も必要だと、福祉保健課が中心になると思いますけ

ど、この拡充にも取り組むというような思いを持ってもらっておりますので、これから

も安心して子育てできる環境整備に努めてまいるところであります。 

 さらに、今後の取組や新たな施策につきましては、第３期の応援プランの策定の中で、

ニーズ調査の分析や現計画の検証などを基本に、それを基に委員の皆さんにも検討して

いただく予定であります。 

 これまで以上に子どもの成長と保護者の子育てを温かく見守り応援できるよう、地域

全体で子どもの育ちや子育て家庭への支援の意義を理解し、それぞれの役割を果たすと

ともに、相互に協力してもらえるようなまちづくりを進めてまいります。まだまだ多賀

町は地域のつながりの中で子育てできる環境がまだあるんかなと。やはり新たな来てい

ただく世帯の方も、やはりそういうふうな中で子育てできるような、私たちがやはり新

しい来た方をちゃんと受ける度量を、やはり仕組みを、新しいところにもやっぱりしっ

かりとそのような思いが醸成できるようなことがこれからやはり必要になってくるんか

なと思ってます。それによって、やはりまた皆さんが住んで良かったと言ってもらえる

ような、やっぱり小さい一つ一つの積み上げが、これから皆さんの積み上げが大事かな

と思ってます。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございました。丁寧な答弁をしていただき、町長が子育

て世代に対しての熱い思いとか、子どもを増やしていきたいというそういった思いが非

常に伝わってくる内容だったかと思っております。今現状、子育て支援というと、金銭

面的な援助というのも非常に多賀町は充実しているかというふうに思っています。子育

て支援には目的がいくつかあって、金銭面や人手という部分と、あと情報やサービスと

いうところもあるかと思いますので、今現状、若いお母さんたちにやっぱり聞いてると、

この金銭面での援助というのは非常に満足をされてる方が多いかなというふうにお伺い

しております。ただ一方で、やはり保育園に入りにくいとか、そういったこと、サービ

ス面に対しては少し不満の声も聞いていたりするので、今後この両立して金銭面の援助

をしながら、情報やサービスの提供、今言われたような多賀町ならではの地域とのつな

がりというのを大切にしながら進めていただけると、今の若い世代の方たちは非常に子

育てに対して安心できるのかなというふうに思いました。 

 これから多賀町の人口がやっぱり減少する中で、まだまだ若い世代の移住であったり

とか、そういったことが必要かと思うんですけども、Ｕターンをしての子育てというの

が今後の課題になってくると思います。子どもを産みたいとか、それから子育てにぴっ

たりな町と思っていただけるような多賀町である必要があると思いますので、今の子ど

もたちが何十年後かに多賀町に帰ってきて子育てをしたいと思うような工夫や施策、子

どもたちに対してのそういった施策を何か考えていらっしゃるかどうかというのをお聞
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きしたいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 谷川教育総務課長。 

○教育総務課長（谷川嘉崇君） 今のご質問にお答えさせていただきます。 

 Ｕターンで子どもたちが帰ってくるというような施策をということですが、そういう

ためには多賀の魅力がどういうところにあるんだという、子どもたちがそういうことに

気づいてもらえるような、そういう教育であったり、そういう地域の温かさを感じるよ

うな行事なり、そういったものが非常に大事になるんかなというふうには思っておりま

す。そういう中で、私は教育委員会というような立場におりますが、隣の生涯学習課な

んかがそういう地域づくり、そして地域のコミュニティづくりの醸成を図っていくのに

は、そういったところの連携いうのも非常に必要ではないかなというふうには思ってお

ります。そういう意味では、そういう社会教育、生涯学習とも連携しつつ、そして多賀

町の良さを知ってもらうための普段の学校や園、保育園やこども園等で、そういった多

賀の魅力を発信して子どもたちに気に入ってもらえるような、そういった取組をできな

いかということをこれからも検討してまいりたいというふうに思いますので、ご理解い

ただければと思います。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。答弁をしていただきまして、本当に感謝申

し上げます。今の子どもたちが大人になってから、ここに帰ってきたいと言っていただ

けるような、そういった教育であったりとかイベントの開催であったりとか、今でもし

ていただいていると思うんですけども、本当に子どもたちにそれが伝わるような教育、

それからイベントというのをこれからも続けていただきたいなというふうに思いますし、

本当に１０年後、２０年後先に、子どもたちが本当に帰ってきたくなるような郷土愛あ

ふれる学習とか、多賀町だからできる教育というのを強く進めていただくことをお願い

したいというふうに思っております。 

 以上で、ありがとうございました。 

○議長（菅森照雄君） 暫時休憩いたします。 

 再開は議場の時計で１３時。 

（午前１１時４０分 休憩） 

                                        

（午後 １時００分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 それでは、１番、小島櫻議員の質問を許します。 

 小島議員。 

○１番（小島櫻君） 引き続き、２番目の質問をさせていただきます。 

 ２つ目の質問は地域おこし協力隊についてです。 
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 現在、多賀町には４名の地域おこし協力隊が着任しています。そのうち１名の任期は

残り１年未満であると考えられます。過去にも多数の地域おこし協力隊が着任してきま

したが、定住・定着率がかなり低い状況にあります。そこで、３点について質問させて

いただきます。 

 １つ目、地域おこし協力隊の主な目的は何ですか。 

 ２つ目、地域おこし協力隊の任期終了後、彼らが町内に定住・定着するための計画や

支援策はありますか。 

 ３つ目、定住できない理由とその対策について、具体的にどのように考えられていま

すか。よろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

〔企画課長 藤本一之君 登壇〕 

○企画課長（藤本一之君） 小島議員の地域おこし協力隊についてにお答えをいたします。 

 １つ目のご質問、協力隊の主な目的についてですが、現在活動中の４人の隊員につき

ましては、募集段階において取り組んでいただきたい事業等を説明した上で採用してお

り、それらの事業に対応した活動として、現在、おおたき里づくりネットワークの一員

として活躍していただいていることが第一の目的となっております。また、地域おこし

協力隊の制度としましては、都市部から地方部への人材の移動ならびに定住・定着につ

なげていくことが大きな目的であると言えます。 

 ２つ目のご質問、協力隊が任期終了後に定住・定着するための計画や支援策と、３つ

目のご質問の定住できない理由とその対策については関連をいたしますので、一括でお

答えさせていただきたいと思います。隊員が任期終了後に定住・定着にまで至らず多賀

町を去られていく原因は、個々にも事情があろうかとは思いますが、総務省が令和４年

度末でまとめられた調査結果では、全国で任期終了後に活動地域へ定住された隊員は約

６５％との報告があります。多賀町と比較しますと、現役を除いた７人の歴代隊員の中

で、多賀町に定住されている方は２人で約２９％と、全国数値の２分の１以下というこ

とになります。ただし、定住に至らなかった５人に関しましては、活動期間も３年の任

期を満了するまでに途中退任された方ばかりで、その当時の活動内容や募集時点の情報

提供との違い等も影響していた可能性はあるかもしれません。 

 現在は、国や県のほかにも協力隊の活動をサポートする団体が設立されており、隊員

相互の情報交換や定住・定着に向けた取組が充実しつつありますが、任期終了後の生活

費をどのように確保するかは最も重要な要素であると思いますので、町としてどのよう

に支援できるかは今後の重要な課題であると考えております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） 答弁ありがとうございました。現在のその地域おこし協力隊、先ほ
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ども言いましたように、そのうち１名は残り１年未満を切っているんですけども、次の

春から多賀町に残っていただけるんでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 今現状の活動内容、朝比奈隊員が残り１年を切っております。それと、もう１人、岩

下隊員もそう長くはなく、来年度途中という任期になっておりますので、いずれにしま

しても任期が残り少ない状態であります。いろいろ活動はしていただいてる中で、やは

り今の活動内容で、それを継続していただいて生活の糧を確保できるという状況にはな

いです。ですので、これまで残っていただいた隊員も同じなんですが、ほかの就職なり

起業する形で、自分で収入を得て残っていただくような現状が今の隊員の現状ではない

かと思ってます。我々もいろいろと収入につながるような活動を、今もしていただいて

ます。いろんな形で地域商社活動いうような形で、お弁当の配布であるとか、収入につ

ながる活動はやらせてもらってるんですが、大きな収入にはなっておりません。  

 今後もそういう収入が得られる形の活動をこちらも考えていかないといけないとは思

っておりますが、今の現状ではそこにつながるとは思えないのが現状です。  

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） 隊員を募集される際に、多賀町がこういった内容で募集をしますと

いうことでお伝えされてると思うんですけども、地域おこし協力隊には大きく分けて多

分３つの募集の仕方があると思っていて、例えば行政の連携型、行政が例えば観光であ

ったりとか、多賀町の場合であれば林業の問題を解決したいと思って、行政と一緒に動

いていただくという形で募集をされる、もしくは起業型といって、ほかの地域は結構こ

の起業型での地域おこし協力隊を募集されてる方が多いと思うんですけども、自らやっ

ぱり事業を生み出していただくということ、そして３つ目が、近隣地域、特に多賀町の

企業の研修型といって、今ある企業の新規事業とか事業継承を目的で雇用するという、

この３つの多分募集の仕方があるのかなと私自身は思っているんですけども、現在の方

４名いらっしゃると思うんですけど、それに関してはこの３つの中でいくとどの分類に

値しますか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 私が思うには、一番最初の形が今の多賀町の形かなと思っております。確かに、２番

目の起業型というのは、先の未来がもしかしたらあるのかもわからないと思いますし、

神細工議員のときにもお答えさせていただきましたが、多賀町に移住していただく形と

して、協力隊から起業して多賀町に定住していただくという形もあるのかなというふう

にも私もいろいろ調べてる中で思うところもありましたので、今後はいろいろとまた協

力隊のあり方というのは研究する必要があるのかなと思っております。 
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 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。行政連携型というのが、なかなかその次へ

のつながるものというのが非常に難しいところがあるのかなというふうに思います。た

だ、３年隊員を務めていただいて、多賀町に愛着もあると思いますし、協力隊という立

場で町のお仕事をしていただいている中で、私は１つ、これは例えばですけど、行政の

職員として迎え入れるとか、そういったことにはすごくぴったりではないかなというふ

うに思っているので、本人が望まれるかどうかは別として、雇用される隊員を迎えるに

当たって、やっぱりどういうふうに最終的になってほしいのか、まちの課題はどのぐら

い解決してほしいのかという、きちっとその辺りのお話をされた上でスタートをしてい

ただくのがいいのかなというふうに思っているんですけど、現在この課題解決に向けて、

マネジメントは一体どの方がどの程度の期間で、例えばどこまでできているのかとか、

今後の課題がどうなっているのかという、そういう進捗状況とかを確認されているんで

しょうか。マネジメントはどなたがされているんでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 今現在、現役の隊員は４名ということでございまして、企画課の方の事業で従事して

いただいている方が３名、先ほどの朝比奈隊員も含めて３名です。もう１人が林業の技

術を習得していただくという形で、多賀町に赴任していただいている隊員が１名という

形になっておりまして、林業の隊員の方については産業環境課という所管になるという

ことで、残りの３名は企画課の方で所管しておりますので、おおたき里づくりネットワ

ークという形で一生懸命大滝に関していろんな事業を展開していただいてまして、企画

課の担当が掌握させていただいているのが現状でございます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。この企画課であったりとか産業環境課であ

ったりとかが担当が分かれているということなんですけど、先ほどの中でもちょっと質

問させていただいたとおり、どのスパンでその今の状況、どこまでできているのかとか、

課題についてはどうなのかとか、その辺のことはどうでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） 先ほど、そこの部分もちゃんとお答えしなあきませんでした。

すいません。確かに、目標値というのは設定をしにくい事業でもありまして、ある意味、

隊員がいろんなプランを提案してくるものに対して、こちらもそれを研究して一緒に考

えながらやってるのが今の現状だと思います。なかなかゴールというものは設定しにく

い事業ではありますので、今どこまで進んでいるか、どこまで行かなければいけないの

かというのは３年間の中で設定するという形になるので、今、私が見ている限りでは、

どこへ行けばというのは、なかなかそこへ到達するのは３年間では難しいのかなとは思
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っています。ただ、今、取り組んでいる事業というのは、将来的には協力隊のためにこ

ういう形に持っていきたいという事業をやってる部分もあります。地域商社の活動はま

さしくそれで、隊員の収入源になる事業を成立させようとしてます。ですが、まだ今す

ぐ１年、２年で完成するような現状には至ってないと思いますので、まだまだ達成率と

いう形で申し上げるには厳しい状況だと思ってます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。もちろん、地域の課題解決という部分が、

１年、２年で成果が出ないものも多いので、もちろん長い目で見て次の隊員につなげて

ということはこちらも思ってはいるんですけども、お話を聞いてると、収入がないので

なかなか定着や定住ができないということなんですけど、収入を持っていただこうと思

うんであれば、これ募集の段階で起業型にしないといけないんではないかなと思うんで

す。やっぱりこちら側が自立してほしいとか、３年経ってもここに定住をしてほしいと

いう思いの下で、事業になるように３年でやっぱりやっていってほしいということをこ

ちらが強く要望すれば、隊員もそのつもりでやると思うんですけど、ただこちらが言っ

たことだけを例えばやってくださいだと、なかなか収入をつくるのは難しいかなという

ふうに思うので、その辺りやっぱりスタートの時点でしっかり３年間のゴールというの

を一旦決める必要があるのかなと思います。課題が解決できるできないではなくて、と

いうのは、私がそこを思うのは、山間部に地域おこし協力隊が入っていただいて、４名

の方が３年経った後、残っていただけるとなったら、山間部の人口増につながっていき

ます。その方たちが例えば結婚をして子どもさんができたら、更に家族が増えて、若い

人たちが増えるんではないかなという視点でちょっと見ると、３年終わった後に違う町

へ出られたりするのは非常にもうもったいない話かなというふうに思うので、その辺り

やっぱり地域おこし協力隊の方たちをうまく活用して、地域の活性化と住民増という部

分でも、多賀町としてはこぼすことなく進めていただける方がいいのかなというふうに

思いました。やっぱり課題を持って地域おこし協力隊を呼んでいると思いますので、そ

の課題を解決していただこうと思うと、例えばそういったことに以前携わったことがあ

るとか、経験をしている、もしくは専門的にやってきているという方たちを迎えるとい

うことは考えておられませんでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 今おっしゃるとおりで、多賀町に今、若い人材の中でそういう技術があるとか知識が

あるとかという方がもしおられれば、それはいいことなんですけども、なかなかそうい

う方がおられない場合に、地域おこし協力隊が来ていただいて、地域というか、山間部

とか過疎の集落の起爆剤になっていただくということは、非常にいいことになると私も

思ってます。ですので、定着していただくために、今の起業型という形を選択すること

で収入源が確保できるのであれば、そっちはそっちで意味あるのかなと。ただ、今まで
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多賀町が取り組んできた協力隊の事業というのは、やはり行政がこういうことに力を貸

してほしいという流れの中で事業を進めてきた、そういう隊員が私は多いように思いま

す。ですので、そうした方々がどうして多賀町に定着できるかというのを行政が考えて

用意をできるのか、もしくはそうじゃなくて、やはり定着を最終ゴールと考えて起業型

で人を呼んでくる、どちらかはっきりしないといけないのかなというふうには私も、い

ろいろ調べる中では思いました。なので、今後、協力隊の事業の捉まえ方というのは、

きちっともう一回精査する必要があるのかなと。ただ、今、活動しててくれる内容とい

うのは決して地元のためというか、地域のために有益な活動をしていただいているので、

そこはそことして何とか成立というか、地域の今後の継続した活動というもので守れな

いかなというふうには思いますので、何とか次の手を考える必要があるのかなというふ

うには思ってます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。おっしゃっていただいたとおり、やっぱり

何を目的にするかと、そこはもう無茶苦茶大事なところで、地域おこし協力隊だけにか

かわらず、やっぱりゴールは何なのかと、定着をゴールにするのか、地域の課題を解決

してもらうことがゴールなのかということは、やっぱりしっかり持って隊員にも伝えて

いただいて、地域のために活動していただけるのがいいのかなというふうに思いました

ので、やってみたけど駄目だったというのはよくある話で、私はそれは全然駄目だとは

思わないんですけども、やっぱり試行錯誤しながらで、ここへ向けてというその部分は

やっぱりはっきり示していただける方が、一緒に活動されているのは町民ですし、あち

こちと振り回されないようにもしていただけたらいいのかなというふうに思いました。

今後の活動にもまた期待をしていきたいなというふうに思っております。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、３つ目の質問をさせていただきたいと思います。 

 ３つ目の質問、副町長についてご質問させていただきます。 

 令和６年４月末で小菅副町長が退任されました。１２年間にわたり、多賀町のまちづ

くりに寄与し、町長を支える重要な役割を果たしてこられたかと思います。副町長の積

極的なサポートにより、行政業務は円滑に進み、議会においても明確なリーダーシップ

を発揮し、町の発展に貢献されたことは、多賀町の住民からも高く評価されていると感

じています。現在、副町長の席は空席となっております。副町長の職務として地方自治

法第１６７条にも「副町長は町長を補佐し、町長の命を受けて政策および企画をつかさ

どり、その補助機関である職員の事務を監督し」というふうに掲載がされています。副

町長は、町政において大変重要な役割を果たされるポストであると考えます。そこで、

次の２点について質問します。 

 １つ目、今後の副町長の任命についてはどのように考えられていますか。 

 ２つ目、現在、副町長のポストが空席であり、今後の町政を円滑に進めるために副町
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長が必要と考えますが、この状況についてどのように考えられていますでしょうか。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 議員の副町長選任についてのご質問にお答えします。 

 まず、副町長が不在の場合の対応につきましては、多賀町役場庶務規則に規定されて

おり、担当課長がその事務を果たすとなっており、現在は担当課長が担っております。

また、個別の規定等で副町長不在の場合の対応が規定されているものにつきましては、

それぞれの規定に合わせ、教育長または各課長が代わって、その職責を果たしていると

ころであります。 

 議員ご指摘のとおり、地方自治法において、副町長は町長を補佐し、職員の担当する

事務を監督する特別職の公務員であり、町長が欠けたときはその職務を代行する役割を

担うとされ、重要な立場に位置づけられております。 

 一方で、多賀町の副町長につきましては定数１名となっておりますが、必ずしも設置

をしなければならない規定にはなっていないことから、現在は不在としているところで

あります。また、副町長の選任に当たりましては議会の同意案件となっており、人格が

高潔であることはもちろんのこと、知識や経験に基づく調整能力や指導力も必要である

ことから、人選につきましては適切かつ慎重に行う必要があると考えております。  

 このことから、私が思い掲げる第５期目のまちづくり、行政運営において、その推進

力として副町長が必要と判断した場合におきましては、適任者を選任し、議案として上

程させていただきたいと思いますので、どうぞ皆さん、そのときにはどうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。副町長が不在ということで、今は各担当の

課長様がいろんな業務を担っていただいているということなんですが、今まで副町長が

いらっしゃってなされていたお仕事を担当の課長に振ることで、一番懸念されるのはそ

の職員の負担であったりとか、精神的負担とか、そういったことがやっぱりちょっと心

配されるなということと、それがまた住民様に対してのサービスの提供が不円滑になっ

たりとか不足するということが懸念されるのではないかなという心配がちょっとあるん

ですけども、その辺りは現在、職員のその負担というものはどういうふうに感じていて

くださるのか、よろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） お答えをいたします。 

 まず、住民へのサービスの低下という面につきましては、課長会の方でも、そのよう

なことにならないようにしっかりとやっていくということで、課長には、通達というか
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周知徹底させていただいてしっかりやっていくということでさせていただいております。  

 負担につきましても、今まで課長は行政経験もありますので、副町長の姿も見ており

ましたので、その辺については負担はもちろん感じていると思うんですけども、そこを

負担と言ってしまうと、職員の責任も無責任というかそういうことになりますので、当

然負担は感じておりますけれども、そこを表に出さないようにしっかりとやっていくと

いうことで現在は務めさせていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。  

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。働き方改革とかも言われつつ、いろんなと

ころで副町長の問題だけではなくて、時間帯であったりとか仕事の内容というのがいろ

いろ働き方改革によって窮屈になっているところがあると思うんですけども、更に副町

長が不在ということで、負担に感じないようにとはおっしゃられてるんですけど、負担

だと思うんですよね。なので、やっぱりその辺りはどのように、職員が一番大事かなと

いうふうに私は思っていますので、できるだけ円滑に皆さんが負担に思わずにしていた

だけるように工夫をしていただきたいということと、町長の方からは、その施策等に対

して副町長が必要だと思われたら選任をしてくださるということなので、その辺り、職

員の負担等も常に聞き取りながら配慮していただければというふうに思っています。こ

ちらとしても、絶対必要だとか、そういうふうには思ってはいないんですけども、最初

にも申し上げたとおり、職員の負担、それから住民へのサービスが滞りなく行われるこ

とが一番かなというふうに思っております。 

 ありがとうございました。 

○議長（菅森照雄君） 次に、７番、富永勉議員の質問を許します。 

 ７番、富永勉議員。 

〔７番議員 富永勉君 登壇〕 

○７番（富永勉君） 議席番号７番、富永です。議長の許可を頂きましたので、質問をさ

せていただきます。 

 交差点の安全確保について、担当課長に伺います。 

 過日、地域の方から、犬上川に架かる金屋橋を渡る楢󠄀崎区側と県道敏満寺野口線の交

差点が危なく、何らかの対策ができないものかとのお話を伺いました。現地を確認した

ところ、道路脇に設置されている柱にボックス（操作盤）が設置されており、このボッ

クスが甲良町側から来る車を確認する視界を妨げ、周辺には草も繁茂しており、更に見

えにくくなっている現状でした。また、皆さんもご承知のとおり、県道は１０ｔトラッ

クが頻繁に通っており、県道をよく見ますと、トラックのブレーキ痕が残っていました。  

 このような現状から推察すると、県道が優先道路として自然とスピードを出しながら

走って来る、金屋橋を渡る車はスピードを落としながら走らなければならない、それで

も視界を妨げられることから安全確認ができないのが、非常に危険な交差点であると私

は判断をしています。 
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 運転する者が交通ルールを守り安全確認に努めていても、視界を妨げる状況が放置さ

れていれば、いつ何時、事故が発生してもおかしくないと考えます。そこで、次の点に

ついて担当課長に伺います。 

 １つ、金屋橋、楢󠄀崎側の交差点の安全対策はどのように考えているのか。 

 ２つ、町内の交差点の安全確認はできているのか。 

 ３つ、自治会より要望されてる安全対策（カーブミラー等の設置）の対応状況はどう

いうような状況なのかをお聞きいたします。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 富永議員の１番目の交差点の安全確保についてのご質問

にお答えいたします。 

 １点目の、金屋橋、楢󠄀崎区側の交差点の安全対策の考えにつきまして、現地を確認し

ましたところ、まず道路脇の柱に設置されているボックス（操作盤）は、滋賀県湖東土

木事務所が管理いたします河川防災カメラの操作盤でありました。また、草の繁茂によ

り交差点が視認しにくい状況も併せて確認しました。 

 本件につきまして湖東土木事務所に確認しましたところ、ボックスの移設については

安全管理上、困難とのことでした。また、県道周辺の除草作業については、路肩から１

ｍまでの範囲で年に１度、業者委託し実施しているとの回答でございました。 

 本交差点の安全対策としましては、視認性を向上させるカーブミラーの設置や注意喚

起を促す看板が必要であり、今後、県、大字楢󠄀崎区と、設置場所も含め協議しながら進

めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の町内の交差点の安全確認はできているかにつきましては、まず通学路の交差

点については、教育所管、道路規制所管、道路管理者で構成する多賀町通学路安全推進

会議において作成しました多賀町通学路交通安全プログラムに基づき、平成２７年度か

ら３者による合同点検を毎年実施し、交差点周辺の安全対策、グリーンベルトや仮設ガ

ードレールの設置など、交差点の状況に応じ対策を行っております。 

 また、そのほかの交差点につきましては、各集落、自治会から要望や、職員による道

路パトロールにより確認を行っております。国道や県道の場合は県に要望を行い、町道

においては月之木大橋付近の交差点で事故が多発していることから、注意喚起の看板設

置やカラー舗装の施工を行うなど、交差点の安全対策に努めているところでございます。 

 ３点目の、自治会より要望される安全対策（カーブミラーの設置等）の状況につきま

しては、令和３年度から令和５年度の３か年分の要望状況でまとめてみましたところ、

全体で１２件、うち新規要望は６件、補修要望は６件、そのうち対応したものは、新設

箇所は１件、補修箇所は５件となりました。 

 危険であると判断した交差点につきましては、カーブミラーの設置に限らず、道路標

識や道路標示も視野に入れ、対策を行ってまいりたいと考えております。 
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 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解、ご協力を頂きますようお願い申し上

げます。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） 課長、どうもありがとうございます。前課長に伺います。この件に

つきましては、昨年、楢󠄀崎区から要望が出てると、その後何の返事もないと聞いてるん

ですけども、要望書が出てるか出てないのか、知ってるか知ってないのかを教えていた

だけませんか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 楢󠄀崎橋を渡ったところにつきましては、以前、交差点の舗装が下がってるというご要

望は頂いた記憶がございます。見通しが悪いというご要望は私の記憶ではなかったよう

に思っておりますが、そのように私は記憶しております。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） 楢󠄀崎区は要望を出してるというたように聞いてるんですけど、本当

に聞いてないですか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） 私の記憶の範囲では頂いた覚えはないですし、今、地域整備

課でも調べていただいても要望書としては上げていただいてないというふうなことです

ので、年度が違うということはございますでしょうか。昨年度は私はあまり記憶がない

んですが。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） 聞いてないと話が前に進まないですけども、私の方にそのような話

が入ってきましたので質問をさせていただいたわけでございます。ところが今、課長の

答弁を聞いてますと、確かに危ないということで、今後、県、そして楢󠄀崎区等含めて協

議を進めていくということでございます。あそこのところは、もちろん見ていただいた

ということも今の課長言うていただいて、本当に危なかったですね。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 再質問にお答えさせていただきます。 

 一般質問の方をもらいまして、すぐに現場の方に駆けつけました。まだ草木はそない

に伸びてはいませんでしたけども、今でしたらもうかなり伸びてて、ボックスもあり、

見通しが悪い、上から来るところはカーブになっておりますので、車のスピードも乗っ

ておりますし、その辺で判断したいということでございます。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） 確かに私も見に行きまして、非常に危険、あそこはちょっと、会社

は言いませんけど、黄色いトラックが頻繁に走っているということで非常に危ない。こ

れからあそこ、鮎釣りの方が頻繁に県内からも県内外からも来られるので、早急に進め
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ていただきたいです。 

 もう１点は、このボックス設置に当たって、ちょっと私も分からないんですけども、

勝手に土木事務所はここへ付けるものか、相談があればもう少し川側にするとか、奥の

方へするとかという、そういう話合いはないものなのか教えていただけませんか。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） このカメラにつきましては、河川を管理する上で、大雨

のときに河川の水位がどれだけ増えているか、近隣の状況とかを見渡すものの操作盤で

ございます。電柱も近くにも立っておりますけども、場所的に言いますと、もう少し下

がってもらったらというふうな思いもありますけれども、その位置が一番良かったとい

うふうな回答でもございました。協議につきましては、河川区域内ということで、犬上

川のその金屋橋周辺の管理ということで、管理者におきまして管理されているというこ

とで、相談があったかもわかりませんけども、土木事務所が管理します一級河川につき

まして、仕方がないという思いもいたしておるところでございます。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） とにかく危ないということで、早急にお願いをしたい。操作盤が無

理なら、カーブミラーの設置を早急にお願いしたいです。 

 また、平成２７年度から会議を開かれて、徐々にもう改善されているということをお

聞きしましたけども、令和３年度から令和５年度の３年の間に、カーブミラーの設置、

要望は６件あり、修理が６件あったと聞いてますけども、僅か３年で１か所しか新しい

ものができないということは、これ問題があるということで考えられませんか。  

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） ３か年で６件の要望がありまして、１件設置いたしまし

た。その他につきましては、交差点部でございますけども、一旦停止をし、左右確認を

すれば目視で行けるというような内容で取りやめたものでございます。補修に関しまし

ては５件行っておりますけども、カーブミラーの損傷、また角度、強風とかによって角

度も変わってきます。そういった部分で５件の対応をさせてもらったということでござ

います。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） 先ほども言いましたように、最近、高齢者の事故とか、子どもにお

ける事故が多発してます。こういった面から、再度、多賀町の危険箇所を見ていただい

て早急に対応していただきまして、次の質問に移らせていただきます。 

 次も楢󠄀崎区の問題でございますけども、楢󠄀崎区の上水道水源調査について伺います。 

 私は、令和５年１２月第４回議会定例会におきまして、楢󠄀崎地区の水源調査について

質問を行いました。執行者側からは、測量業務を発注する段階で、詳細についてはまだ

分からないとの趣旨の答弁がありました。その後、経緯を地域の皆さんに知っていただ

く意図から、改めて担当課長に伺います。また、全国的に近年雨量が少なく渇水問題が
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ある中、多賀町の水源確保について、併せて担当課長に伺います。 

 まず１点、楢󠄀崎区の水源調査の方法、および調査の結果はどうだったのか、詳しく説

明をお願いします。 

 ２点目、町全体の水源確保の状況、および今後の水源調査の計画について伺います。  

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 富永議員の２番目の上水道水源調査についてのご質問に

お答えいたします。 

 １点目の、楢󠄀崎地区の水源調査の方法は、電気探査により地下水を調査するものとな

っております。電気探査とは、電気が水を多く含む層では電気をよく通すが、乾燥した

層や岩盤層では電気を通しにくいという特性を利用して調査を行い、その調査結果や地

質資料などから解析を行い、水源地として適切であるかを総合的に判断するものでござ

います。 

 次に、水源調査の結果ですが、今回の水源調査で求めている井戸につきましては、７

０ｍから８０ｍの深井戸を考えております。調査地点の地下水で満たされた地層帯は全

般に薄く浅いので、降雨や河川等の外的影響を受けやすく、濁水の影響があり、また渇

水期には地下水位の低下により取水量の減少などが考えられます。また、岩盤が浅い層

から分布することにより、調査しました水源の井戸としては想定で２０ｍから３０ｍの

浅井戸となり、この場合、年間を通して水質および水量の安定した確保が難しいので、

新水源の可能性は低いと判断いたしました。 

 ２点目の、町全体の水源確保の状況ですが、現在、敏満寺浄水場は、大谷第１および

第２配水区域の配水量に対して不足しておるため、川相配水池から応援の送水を必要と

している状況であります。川相浄水場の原水濁度が発生した場合、膜ろ過処理のみとな

り、浄水量は日５００ｔとなるため、梨ノ木配水地への流入と大谷第１配水池への送水

を調整しながら作業をする必要がございます。本来であれば、川相浄水場の膜ろ過処理

設備を増強して、原水濁度時も問題なく大谷第１配水池に送水できるようにすればよい

のですが、既設用地が狭いことから、設備更新は困難な状況でございます。また、梨ノ

木配水池までの送水管も古く距離も長いため、川相配水池から梨ノ木配水池への区間で

配水系統を明確に分け運用を単純化したいことから、梨ノ木配水池および大谷第１配水

池への送水用に新水源を、その付近に浄水場を設けたい為に、今回、犬上川左岸の楢󠄀崎

地区において電気探査を実施いたしましたが、結果は先ほど述べたとおりでございます。  

 次に、今後の水源調査の計画ですが、実績があり水量が見込めそうな中川原の水源地

の近くで井戸を掘り、土田と合わせて４本の深井戸により水量を確保していく予定であ

ります。しかしながら、この水源は硬水であることはほぼ間違いがないことから、硬度

処理を行うことが不可欠となってきます。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し
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上げます。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） 課長、どうもありがとうございます。結果、楢󠄀崎では駄目というこ

とですね。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 質問にお答えさせていただきます。 

 町が望んでいる井戸につきましては深井戸と呼ばれる井戸で、７０ｍから８０ｍクラ

スの井戸を想定しておりまして、今回２０ｍから３０ｍということで、それでは浅井戸

ということになってしまいます。雨の状況、渇水、いろいろなこと、先ほども答弁させ

ていただきましたけども、そういったことも考えて、今回は楢󠄀崎地区での水源調査はも

うこれで終わりということで、新しい水源地に向けて出発していくということになりま

す。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） ありがとうございます。よく分かりました。 

 最後に、中川原の水源地で井戸を掘り、新しく設けて、４か所やったかな、４か所で

対応すると、これ中川原のことはもう硬度大丈夫ですか。そこら辺はどうですか。多賀

町の水は回れるんですか。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 再質問にお答えさせていただきます。 

 多賀町では３年ほど前ですか、土田地先で深井戸を２本掘らせてもらって、今現在そ

れの運用で行っております。繰越しの説明にもありましたけど、中川原には１本の井戸

しかございませんでした。そこで、土田になるか、先ほど中川原と言いましたけど、中

川原にもう１本掘って４本の井戸を確保して、そこにポンプを４本入れて、全体４本で

交互交互にやっていけば、１本壊れてもまた３本ありますし、その間に直していくとい

うことで水の確保を行いたい。しかしながら、芹川の水系でございますので、硬度が高

いということで、硬度処理をしていかなければならない。上水道にとってはまだ課題も

出てきておりますけども、取りあえず中川原地先でもう１本掘りたいということでござ

います。 

○議長（菅森照雄君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） 課長、どうもありがとうございました。大変よく分かりました。こ

れで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（菅森照雄君） 暫時休憩します。 

 議場の時計で再開は２時とします。 

（午後 １時５２分 休憩） 
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（午後 ２時００分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほどの富永議員の質問に対する答弁について、修正の申出がありましたので、これ

を許可します。 

 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） すいません。先ほど、中川原の水源近くで井戸を掘る、

土田と合わせて、今現在、土田に２本入っております。合わせて４本と言いましたけど

も、今、土田が２本入っておりまして、中川原が１本あります。新たに土田２本を増強

しまして、全部で６本をというふうに将来は考えておりますので、４本から６本の方に

訂正していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（菅森照雄君） それでは次に、５番、木下茂樹議員の質問を許します。 

 ５番、木下茂樹議員。 

〔５番議員 木下茂樹君 登壇〕 

○５番（木下茂樹君） ５番、木下です。議長の許可を得ましたので、６月議会の一般質

問を始めさせていただきます。 

 まず最初に、長期空き家除却補助金の増額はについてであります。 

 離村や核家族化の多様性と年数の経過から空き家は増加し、住居としての売買・賃貸

の価値もあれば、長年不在の放置空き家は倒壊寸前も増加してきており、離村者が多い

山間地では顕著となってきています。 

 町ホームページなどでも住居可能な空き家の紹介はありますが、老朽や破損で放置し

ていると倒壊や景観悪化を招き、周辺に悪影響を与えています。多賀区での旧遠藤邸跡

地も、議会の最終説明から進展していない現状もあり、今後、益々の後継者なしや高齢

世帯の増加、施設への入居、単身高齢者の増加で、後継者不在の空き家は増加の一途が

見込まれます。 

 離村からの長期空き家は、周辺地の雑草・雑木の繁茂も散見され、損傷の進行も早い

ことから、近隣の里道以上の公道の通行にも支障をきたし、害獣のすみかにもなり、近

隣在住者の衛生面にも不安感は増大し、近隣住民と所有者との関係にも悪影響を及ぼし

ています。離村者には、世代の交代から出身地への帰属意識も低く、空き家の放置、除

却すれば固定資産税も増加することから、空き家除却への意識が低くなるのが現状です。  

 ２３年１２月、空き家対策特別措置法改正では、倒壊などの危険が迫る空き家に加え、

壁や窓の一部損壊など管理不全の物件も市町村の行政指導対象としています。改善を勧

告されると、所有者は固定資産税の負担が増加するとのことです。 

 ２４年４月の改正では、所有者不明となり放置される空き家を抑制しようと、不動産

の相続税登記も継承の義務化となっています。ある市の条例では、管理不全と認めた空

き家の所有者に助言・指導・勧告し、改善がなければ命令ができるとし、修繕や自主除

却が増加したとのことであります。 
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 本町の令和４年度空き家実態調査では、危険度が高いＡ評価が４０戸あり、その中で

大滝地区が過半数を占め、町内総軒数からの危険度Ａ比率が高いのは、いかに過疎化が

進む地域で、長期空き家、崩壊寸前家屋が多いかが分かると思われます。 

 特に山間地では、積雪による家屋のひさしの崩落や屋根瓦の落下、土蔵の崩壊も散見

され、一層の崩壊を早めている現状から、早期の除却が必要と思われます。特に、町外

在住者は崩壊の危険性などの意識が低いことから、除却の促進、名義移行など諸問題も

生じますが、対応を推進する必要性が生じると思われます。危険家屋除却補助金５０万

円は、解体費、分別後の廃棄物の処理費など高騰していることから、除却へのインセン

ティブのためにも補助金増額が必要と思われます。 

 そこで、Ａ判定や里道以上の公道の通行に支障をきたしている家屋の除却勧告、重機

の入り難い家屋、除却費補助の増額など、除却促進に向けての以下の施策を問います。 

 １点目、近年の除却費補助の件数は。 

 ２点目、Ａ判定評価の現状把握は。 

 ３点目、所有者・管理者へＡ判定の説明や除却推進は。 

 ４点目、Ａ判定の除却費、一般除却費の増額見解は。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

〔企画課長 藤本一之君 登壇〕 

○企画課長（藤本一之君） 木下議員の長期空き家除却補助金の増額はにお答えをいたし

ます。 

 議員ご指摘のとおり、多賀町内における空き家の戸数は増加傾向にあり、各集落にお

いて適切に管理されずに損傷が進んだ状態を放置された物件につきましては、周辺への

影響が心配されるところです。 

 令和４年度に実施いたしました空家実態調査では、各集落における空き家の状況をご

報告いただく際に、調査票にあらかじめお示しした、Ａ・Ｂ・Ｃの３ランクに分類して

いただきました。その際、地域の生活環境に影響が出ている状態の空き家はＡランクと

し、Ｂ・Ｃの順に状態が適正な状態であるように表記しておりましたが、この結果を基

に、令和５年３月に多賀町空き家等対策計画を改定する時点におきまして、一般的な事

例ではランクをＡ・Ｂ・Ｃで表す場合にＡの方を状態が良いとすることが大半であり、

他市町で同様のランク表示をされた計画においてもそのように表記されていましたので、

混乱を避けるため、Ａランクは状態が良く、Ｃランクが地域の生活環境に影響を与えて

いる物件とのランク表示で整理させていただいたため、内容および数値に相違はござい

ませんが、実態調査と計画での表記が逆になっているものでございます。なお、この計

画は町のホームページに掲載されており、空き家対策の事業はこの計画に基づき現在も

進めさせていただいておるものでございます。 

 １つ目のご質問、近年の除却費補助の件数につきましては、令和元年度が２件、令和
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２年度２件、令和３年度４件、令和４年度５件、令和５年度が３件となっております。  

 ２つ目のご質問、Ａ判定評価の現状把握につきましては、先ほどご説明いたしました

令和４年度の空き家実態調査以降の追加調査については行ってはおりません。 

 ３つ目のご質問の、所有者・管理者へのＡ判定の説明や除却推進につきましては、実

態調査後に所有者や管理者が特定できた物件につきましては、文書等にて適切な管理を

お願いしているところでございます。 

 ４つ目のご質問、Ａ判定の除却費補助の増額につきましては、地域の生活環境に影響

が出ている家屋とのご報告を受けた物件でありましても、所有者または管理者から空き

家除却補助金交付申請書が提出された後に企画課職員が評定基準に従い評定を行い、１

００点以上となった物件のみが補助金の交付対象となります。その補助金につきまして

も国庫補助事業となっておりますので、評定基準や補助金額は国の基準どおりとなって

おります。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） ありがとうございます。令和になってからの除去の件数が、２件、

２件、４件、５件、３件というふうに推移しているわけですけども、この除去の件数と

いうのは、基本的には危険度の高いランクの家というふうに解釈してよろしいんでしょ

うか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 先ほど申し上げました件数につきましては、除却費補助を受けていただいた件数とい

うふうに考えていただいたらいいと思います。ですので、先ほど申し上げた１００点を

超える場合に補助金の対象となりますので、家屋の評定をさせていただいたときに１０

０点に満たない家屋につきましては、たとえ部分的に損傷のあるお家であっても補助金

の対象となりません。その件数につきましてはここに入っておりませんので、それを補

助金なしで除却されたとしますと、ここのカウントに入っていないということになりま

すので、そちらの件数については把握できてないということになります。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） 俗に言うＢ判定、住めないけども危険性は低いというふうな判定

になると思いますけども、今、除却補助金が支給された中では、このＢランクは含まれ

ているでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 このＡ・Ｂ・Ｃというランクづけにつきましては、先ほど申し上げました空き家実態

調査を行わせていただいたときに、集落の方が簡易な形で家の状態をランク分けしてい
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ただくためにＡ・Ｂ・Ｃというものを設けさせていただいて、それにどれに該当します

かという形で調査をしたものでございます。ですので、それがＡであってもＣであって

も、最終的には補助金の対象となるかどうかは企画課の職員が各家を調査させていただ

いて、評定を行って、その結果が１００点を超えなければ、たとえＣランクであっても

補助金の対象にはならないということになりますので、これはあくまで実態調査上での

ランク分けというふうに考えていただきたいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） そうなってきますと、実態調査とこのランクづけとは合致しない

というふうに思ってもいいんでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） 実態調査とランクづけはイコールになります。実態調査の中

で使ったランクづけがＡ・Ｂ・Ｃという形になります。あくまで補助金、除却補助金を

申請される段階で、我々職員はその申請物件を調査に行きます。お家の評定をさせてい

ただきに行くわけです。そのときに評定基準があって、それを点数を合計していったと

きに、１００点を超えなければ補助金の対象にならないということで、実態調査と評定

とは別物になってきます。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） ありがとうございました。そこで、私が問題としたいのは、長期

空き家、特に近隣なり町内に住んでると、比較的自分とこの家の状況というのは分かる

んですけども、町外、特に県外へもう長年出ておられる方から見たら、先ほど言いまし

たように、非常に帰属意識、または先祖に対する意識というのも低くなってきましょう

し、先ほども言いましたように、除却したら固定資産税の税率が上がってしまうとか、

そういうふうな類いになってくると、もうこのまま放っといた方がいいよねというふう

になってきますと、今現在生活している者からすれば、景観もさることながら、先ほど

も言いましたように害獣のすみか、特に病気を移すような獣等がありますと安心して暮

らせないというのもあります。また、狭い里道のところもあれば、それ以上の公道に接

してるところでありますと、例えば壁が壊れた、屋根からの瓦が落ちるとか、場合によ

ってはちょっと傾いてきて倒壊で、私のところの家も被害を受けそうだというふうな状

況の家に対して、いかに、言葉は悪いけど説得というか、通知をするかいうのが問題に

なってこようと思います。そのときに、今、調査表の状況とか、そのときには調査とい

うのはないですよね。ですから、ランクづけの状況というものを、場合によっては写真

を付けてでも送るというふうなことはできないのでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 空き家特別措置法というものの改正によって、今現在、空き家の所有者というのは適

正に所有している家屋を管理しなければならないとされています。先ほど、議員が触れ
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られましたように、特定空き家という形に指定されますと、更に固定資産税の軽減が免

除されてしまって、固定資産税の軽減も受けられなくなってしまうというような状況に

どんどん追いつめられるような状況が、今の空き家特別措置法で厳しくなってきてると

いうことで、所有者の責任というものが非常に重くなってきてます。ですので、公道に

影響が出るという形でなければ、例えば隣のお家との関係というと民民の問題になって

きますし、なかなか行政として手を出せるところではないということが言えると思いま

す。ですので、今の評定の点数というのは、それほど良くない、結構もう壁が落ちてて、

屋根も少しひさしが折れててというような状況の調査結果を見ましても、補助金対象に

なってないというのを、私も調査に行った結果、見させてもらって、写真見てる限りで

は、これでも出ないのかという感じの状況のお家も対象外になってます。ですので、な

かなか補助金が今、受けていただけない状況が、この件数が進んでないという状況だと

私は思ってます。ですので、相当悪いお家が除却補助を受けていただいている状況でな

いかなと思ってます。ですので、今後につきましても、そこまで至らない方につきまし

て、今の実態調査のＣランクの方々に再度もう一度役場として管理を適正にしてくださ

いということはお願いはできても、それ以上のことは役場としてもできないという状況

でございますので、あくまでそれが所有者が特定できればさせてもらえるという形かな

と思ってますので、場合によっては集落の中でも空き家の所有者が村におられなくて、

どこに住んでおられるのかもわからないということになりますと、なかなか我々もどこ

に言っていっていいのか分からないという状況は、場合によってはあるのかなと思って

ます。所有者がはっきりしていれば、我々も動きが取れると思います。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） 今、課長が言われましたように、所有者、管理者がはっきりして

いればいいんだけど、今後も所有者、管理者が分からないというか、不明といいますか、

そういうふうな状況の件数が増えてくる可能性が高いと思うので、私、その長期空き家

に関しての思いは、あくまでも公費による代執行はもうしない方がいいだろうと。あま

りそれが例として残ると、またあそこもか、あそこもかになってきて、非常に町の方の

財政の方にも影響を及ぼす可能性も出てきますので、限りなくやはり所有者、管理者を

はっきりしていただいて、その上で除却のためのインセンティブ、今回言いましたけど

も、今現在は除却費５０万円ですけども、これをもう少し増額していくなりというふう

なことをぜひともしていただきたいなと思うんですけども、この除却に関しての５０万

円、例えば今現在、除却費も上がってます。それと、そこから出てくる廃棄物の処理費

も上がってきてます。また複雑化してるということで、５０万円の意味がだんだん低く

なってるような気がしますので、増額の方向性はできないだろうかということもお尋ね

したいと思いますが。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 
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 先ほども申し上げましたように、補助金の対象になるというハードルが非常に高うご

ざいます。ですので、例えば補助金が５０万円が１００万円になったとしても、今の評

定基準が１００点に満たない場合は１円も出ないという形になりますので、その基準が

もう少しハードルが下がれば、どちらかというと対象者が増えるということにはなるか

と思いますが、補助金を上げても、今申し上げましたように、令和５年度３件が対象と

なってますと、３件の方が補助金が今まで５０万円やったのが例えば６０万円になるね

とか８０万円になるねとかいう話になりますが、件数が増えるとはならないということ

で、この評定基準というのは国で定められておりますので、町の方で勝手に変えること

はできないという形で、今、進めさせていただいておりますので、補助金のアップなの

か、それが即効果が大きく現れるものなのかというのは、我々も少しどうかなというふ

うに思っております。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） ありがとうございます。先ほども言いましたように、ぜひともこ

れ以上、長期空家、老朽化して非常に危険性の高い住居といいますか、空き家を増やさ

ないため、ましてやだんだんだんだん空き家となってきたら、１年ごとにやはり危険性

がアップしていきますので、長期空き家を増やさない、また長期空き家で危険性の高い

ところに関しては、適切なる申請を相手方に、所有者とかに教えていかないと、いつま

でも結局、危険な状態が続いて、先ほども言いましたように、公道を歩いてたら上から

瓦が落ちてきたとか、倒壊したとか、倒壊に巻き込まれたとか、そういうふうな事故、

事件にならないように、適切なるアドバイスというか通知をしていただいて、長期空き

家を増やさないようにしていただきたいというふうに思います。 

 次に、２問目の質問に入ります。 

 上水道水質問題は、であります。 

 上水道取水地による成分の違いはあるものの、当町は石灰岩上に立地していることか

ら、カルシウム含有量が高いことは以前から指摘され、カルシウム除去の設備が必要と

なっている浄水場もあります。 

 特に、佐目・南後谷地区の取水地は、昭和４８年に取水場所が現場所に変更となって

取水量の確保ができていますが、成分的にはカルシウム含有量が高く、除去の設備が追

加となって推移してきています。上水道の基準はクリアしているとは言え、現行でのカ

ルシウム含有量では、当該地域の各家庭の機器の支障として、温水器、エコキュートや

電気ポットのカルシウム沈殿による故障が発生し、対策として上水道メーター後にカル

シウム除去設備の設置など、家庭内全てに対応している家庭もあります。 

 特に、低い位置にある住宅での機器更新が早まってるとの話も伺っております。また、

健康面では、飲水は別途サーバーやペットボトルでの購入で対応している家庭もあり、

水道料金だけで判断できない状況もあります。飲水購入のブームだけではなく、根本原

因が起因している認識が必要ではないでしょうか。 
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 上水道に対する信頼、各家庭においては生活コストアップにもつながり、上水道基準

を満たしているから安心ではなく、一層の含有量低減のための設備、安心できる品質の

地域への説明など実施すべきではないでしょうか。 

 そこで、上水道の品質安定と今後の対応について、以下の見解を問います。  

 １点目、カルシウム含有量の追加低減対策は。 

 ２点目、現状水質のアンケート調査を。 

 ３点目、浄水場格差を是正する方策は。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 木下議員の２番目の上水道水質問題のご質問にお答えい

たします。 

 １点目の、カルシウム含有量の追加低減対策につきましては、上水道は安全で安心、

安定した水を、厚生労働省で定められた水質管理基準に基づき、各ご家庭などへ供給し

ています。 

 議員ご指摘の南後谷浄水場は、河川水を原水として緩速ろ過処理を行い、浄水の確保

を行っていますが、水質はカルシウムを多く含み硬度が高い、そして硬度を下げる対策

として平成２３年６月末に軟水処理機を稼働させ、１ℓ当たりの平均となりますが、１

２８㎎から７７㎎へと硬度を下げ、国が定める硬度の水質基準値３００㎎以下で運用し、

現在に至っております。 

 なお、水道水の水質基準値を補完するために水質管理上留意するもので、水質管理目

標設定項目があります。各項目には目標値が定められ、人の健康に影響を与えるおそれ

のあるもの、またおいしい水を目指すために設定されたものなどであり、硬度の目標値

は１ℓ当たり１０㎎以上から１００㎎以下となっていることから、現時点では追加低減

対策につきましては考えてはおりません。 

 ２点目の、現状水質のアンケート調査については、これも今のところは考えてはおら

ないところでございます。 

 ３点目の、浄水場格差を是正する方策につきましては、各浄水場において硬度に差が

あるのは、取水している水源地の地質等によって原水に含まれる成分に差があるためで

す。しかし、１点目の質問でもお答えしたように、国が示す目標値を満たしていること

に加え、各浄水場に新しい機材等を設置する場合、浄水場が狭く設置することが困難な

場合や、設置に多額の費用を有することから、費用対効果の面からも、これ以上の対応

は難しいのが現状です。そこで、現在複雑な送水管でつながっている配水池を、水源地

単位で分割し、よりシンプルな水道設備となるように各施設の更新を進めていくことで、

今後は各浄水場間の差は改善していくものと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し
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上げます。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） ありがとうございます。特に多賀町内には浄水場が何か所もあり

まして、その中で原水の状況というのは、取水地によって大きく影響しております。高

いと思われるところが実は低かったり、先ほども富永議員の質問にもありましたように、

場合によっては軟水処理を新たにしなければならないような状況のところも出てくる可

能性もあります。その中で、私自身が思いますのは、町内の浄水の中でのカルシウムの

含有量を見てますと、必ずしもその佐目や南後谷が突出して高いというわけではなく、

軟水処理が効いているという状況ではありますが、まだまだ低い地域の浄水もあります。

そのために、もう少しレベルを下げていただけないかなというふうな要望でもあります。

その点、もう少しあと１０㎎ぐらいダウンするような方法は、設備更新はできないもの

でしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 再質問にお答えさせていただきます。 

 もう少し下げてもらえないかというような内容でしたけども、今のところ平均７７で

推移しております。硬度といっても、先ほど委員がおっしゃられるように給湯器の問題

もありますけども、いきなり硬度をまた下げてしまいますと、やはり私も前に聞いたこ

とがあるんですけども、滋賀県内ですけども、やはり硬度を下げたために水の味がおい

しくなくなったと、また元に戻してくださいといった事例等もあります。長年そこでそ

の水脈でやられておりますので、今のところは軟水処理機にて運用させていただいてお

ります。それで、今後の経過を見ていただきたいと思いますし、現時点では軟水処理機

を入れる前はかなりの、かなりというんですか、問合せは役場の方にあったと私も記憶

はしておりますけども、それ以降につきましてはあまりないというふうに認識しており

ますので、今のままで運用させていただきたいというふうに考えております。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） こだわるわけじゃないんですけども、先ほど課長が言われました

ように、軟水処理で１２８㎎が７７に低減した。去年の１２月の検査では７１というこ

とで、若干ですけども少ないというふうな状況です。ただし、これほかの浄水場に比べ

てまだ少し高いのが現状です。私、先ほどもう１０ぐらい下げてもらえないだろうかと

いうふうに言いましたのは、あと１０ぐらい下げていただきましたら、中川原とか川相

の方面と同じようなレベルになるんじゃないかなというふうに思っているところでござ

います。 

 それと、やはり健康面だけじゃなくて、以前から高いという前提で家庭内で塩を添加

して、軟水化、カルシウム除去をしているという家の状況もあることから、今何件ぐら

いがそのようなことをしているのかとか、安心して飲める含有量はどれぐらいなのかと

いうことも含めて、アンケートとかいうようなことをしていただけたらと思うんですが、
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そのようなアンケートの調査の計画はないということでしたけども、ぜひともその含有

量が高い地域でもアンケート調査をしていただけないものかというふうに思いますが、

再度聞きますけども、いかがでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 再質問にお答えさせていただきます。 

 アンケート実施につきましては、先ほど答弁させていただきましたように、実施する

予定はございません。先ほど、中川原の方で硬度が低いと言われましたけども、実際、

芹川水系を、大谷第１、第２の方に配っておるわけですけれども、そちらの方が硬水的

には高いというような現状で、それを低くするために川相の配水池からブレンドして送

って、また若干硬水を落としている状況でもございますので、現在のところは考えてお

りません。 

○議長（菅森照雄君） 木下議員。 

○５番（木下茂樹君） ありがとうございます。ただ、もう計画はないという状況と、新

たな追加設備はしないということでしたので、ぜひともお願いしたいのは、今後また新

たな水源地等のボーリングが始まると思いますけども、そのところにおきましても、や

はりエコキュートとか、また電気ポットとかいうので、飲水に温度を掛けて利用する場

合、そういうふうな場合は非常にカルシウムの沈殿等で機器類を破損するおそれ、もし

くは寿命を短くするおそれがありますので、ぜひともカルシウム対策は尽力していただ

いて、少しでもやはり低い値が出るような状況をつくっていただきたいと思います。  

 念のためにちょっとこれ追加になりますけども、実は近隣の市町の方も調査してみま

した。そしたら、やはり先ほど言いましたように、カルシウム含有量は５０から７０の

ところが多いんですが、近隣のところでは、ある町は平成２２年だったかな、から表示

されてないところもありました。それと、当町も、今回私が調べようと思ったら、ホー

ムページ見てくださいということでホームページを見たら、数値が真っ白だったという

ことでした。ですから、やはり対外的にも見られてる可能性もありますので、ぜひとも

このホームページを見てください見てくださいだけじゃなくて、やはり内部チェックの

方もお願いしたいと思いまして、よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。  

                                        

○議長（菅森照雄君） これで本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日の再開は午前９時３０分とし、本日に引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれをもって散会します。 

（午後 ２時４２分 散会） 



－４９－ 
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